
諸
国
押
韻
便
・
追
捕
便
史
料
集
成

付
　
諸
国
押
償
使
・
追
捕
使
に
つ
い
て

下
向
井
　
龍
彦

凡
　
　
　
例

0
本
稿
は
、
拙
稿
「
王
朝
国
家
国
衛
軍
制
の
成
立
」
　
(
史
学
研
究
一
四
四
号
　
l
九
七
九
年
七
月
)
　
に
掲
載
し
た
l
O
～
l
二
世
紀
の
諸

国
追
捕
使
表
を
も
と
に
'
そ
の
後
検
出
し
た
事
例
を
含
め
て
諸
国
押
領
便
・
追
捕
優
に
関
す
る
史
料
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

臼
史
料
は
、
畿
内
・
東
海
・
東
山
・
北
陸
・
山
陰
・
山
陽
・
南
海
・
西
海
の
諸
道
の
順
序
で
'
国
ご
と
に
年
代
順
に
配
列
し
'
最
後
に
特

定
の
国
に
限
定
さ
れ
な
い
一
般
的
補
任
規
定
を
置
い
た
。

臼
文
書
・
記
録
な
ど
の
第
l
次
史
料
だ
け
で
な
-
'
説
話
・
系
図
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
る
事
例
も
へ
そ
の
信
愚
性
の
如
何
に
か
か
わ
り
な
く

一
応
掲
載
し
た
。

四
掲
載
史
料
と
内
容
的
に
密
接
に
関
連
す
る
関
係
史
料
'
時
期
判
定
に
役
立
つ
史
料
な
ど
を
、
場
合
に
よ
っ
て
(
参
考
)
と
し
て
掲
げ
て

お
い
た
。

㊧
史
料
の
字
体
は
'
特
殊
な
文
字
を
除
き
'
引
見
し
た
文
献
の
字
体
に
よ
ら
ず
、
新
字
体
に
統
一
し
た
。

3
=
末
尾
に
、
本
史
料
集
成
を
も
と
に
、
諸
国
押
領
使
・
追
捕
使
に
つ
い
て
概
観
し
た
解
説
を
付
載
し
た
.



山
城

-
払
暁
従
御
寺
騎
馬
'
錯
誤
欝
肇
伽
羅
出
於
椿
市
'
国
守
聯
有
食
儲
,
午
時
許
到
山
城
国
追
捕
使
藤
原
実
茂
宅
誤
,
 
t
R
内
蔵
属

(
文
部
)

保
実
聯
儲
食
物
、
明
菜
巳
講
、
大
安
寺
常
憤
'
興
福
寺
会
生
等
来
、
今
夜
宿
件
実
茂
宅
へ

(
九
九
〇
)

(
『
小
右
記
』
正
暦
元
年
九
月
十
一
日
条
)

諸国押領便・追捕便史料集成(下向井)

-
被
別
当
官
儒
'
藤
原
最
実
等
所
進
日
記
愁
状
云
、
故
□
皇
大
后
官
御
債
大
和
国
野
辺
園
星
一
宇
納
稲
相
共
へ
□
去
年
閏
三
月
十
日
夜
焼

H
t
n

亡
'
愛
国
使
井
在
地
郡
司
刀
□
立
日
記
之
処
へ
木
上
正
行
有
事
疑
之
由
注
載
日
記
己
了
、
仇
愁
申
官
庁
之
日
、
給
御
牒
於
国
司
へ
而
早

I
-
5
-
J

不
札
□
之
間
、
正
行
念
怨
、
語
催
山
城
国
賓
原
不
善
之
輩
、
為
□
不
知
姓
諸
光
擬
殺
害
最
実
等
之
由
、
伊
賀
為
頼
進
□
文
也
へ
事
之
真

(

倭

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

描

)

偽
、
暗
以
難
知
、
宜
仰
下
山
城
追
捕
□
播
美
相
奉
、
息
長
信
忠
□
□
健
尋
捜
実
誠
、
令
□
進
其
輩
老
'

H
O
O
O
)

長
保
二
年
三
月
二
日
　
左
衛
門
権
少
尉
安
倍
「
信
行
」
奉

(
三
条
家
本
北
山
抄
裏
文
書
　
平
補
7
)

大
　
和

(
九
六
二
)

3
応
和
二
竿
二
月
廿
六
日
'
令
国
光
朝
臣
給
左
大
臣
へ
大
和
国
司
申
以
大
接
巨
勢
忠
明
為
追
捕
使
'
脱
猷
鳩
舎
、

(
『
西
宮
記
』
巻
十
四
　
裏
書
)

(
九
八
七
)

4
(
寛
和
)
三
年
四
月
一
日
盗
人
穿
窃
千
手
院
銀
仏
四
両
へ
落
堂
内
十
六
両
剣
具
造
之
へ
追
捕
使
伴
晴
生
尋
進
之
、

(
東
大
寺
別
当
次
第
五
十
僧
正
寛
朝
)

芋
A
-
>
y
訟
㌫
i
・
.
普
5
r
-
:
蝣
蝣
・
-
蝣
蝣
・
」
:
v
r

〕tS3f,

(
曲
B
-
P
)

寛
和
三
年
四
月
一
日
へ
千
手
院
銀
仏
、
被
盗
取
銀
、
追
捕
便
□
札
進
且
納
記
、
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合
弐
拾
両
之
中
、

(Al

十
六
両
,
追
捕
使
伴
晴
生
勘
進
鐸
但
大
刀
其
造
者
へ
四
両
、
盗
取
夜
堂
内
落
置
也
、

(仏)

右
銀
□
所
納
如
件
、

権
別
当

少
別
当
威
儀
師

(
東
南
院
文
書
五
ノ
十
五
)

-
大
和
国
司
解
　
申
請
　
官
裁
事

勘
乱
言
上
殺
害
管
城
下
郡
東
郷
早
米
使
藤
原
良
信
、
兼
強
盗
随
身
物
犯
人
等
状
へ

一
掃
進
犯
人
四
人

秦
　
清
正
　
　
丈
部
有
光

僧
　
鳶
蓬
　
　
橘
美
柿
九

一
調
度
文
書
四
通

l
通
　
城
下
郡
司
井
刀
祢
等
申
詞
記

一
通
　
死
人
藤
原
良
信
従
者
阿
閏
安
高
申
詞
記

一
道
　
勘
問
犯
人
秦
清
正
・
丈
部
有
光
・
僧
毒
蓮
・
橘
美
柿
丸
等
日
記

一
通
　
犯
人
同
有
光
等
四
人
承
伏
過
状
等

一
逃
去
犯
人
十
七
人

橋
　
正
友

泰
　
時
信

桑
原
則
正

藤
原
本
延



姓
不
知
三
吉
先
生
　
春
正
男
1
雄
丸
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藤
井
春
木

橘
　
利
松

伴
　
春
友

文
　
行
光

飛
鳥
戸
今
書

有
助
王

中
臣
有
時

中
臣
吉
扶

僧
祈
勢
男
菊
男
丸

佐
井
吉
本
法
師

秦
　
春
国

右
、
依
菅
城
下
郡
解
、
彼
郡
早
米
使
藤
原
良
信
、
今
日
十
八
日
為
文
春
正
等
、
被
聖
芝
由
、
同
廿
l
日
且
勤
大
略
言
上
先
了
、
夏
守

孝
道
、
依
蒙
追
捕
勘
乱
之
官
符
、
同
廿
二
日
率
宮
人
追
捕
使
等
、
著
事
発
所
、
勘
札
之
処
、
犯
状
掲
鳶
,
適
描
得
件
犯
人
等
,
即
加
札

決
、
己
無
所
選
へ
伏
弁
過
契
了
、
抑
件
殺
害
事
発
、
錐
在
右
衛
門
権
佐
兼
山
城
守
藤
原
朝
臣
宣
孝
頒
所
字
号
田
中
庄
預
文
春
正
之
造
意
,

然
健
加
札
察
者
'
前
法
隆
寺
別
当
仁
倍
大
法
師
額
所
字
号
丹
波
庄
、
興
福
寺
僧
明
空
法
師
領
所
字
号
紀
伊
殿
庄
、
惣
三
箇
所
、
凶
党
数

十
人
、
結
群
合
謀
、
所
成
之
犯
也
者
、
事
之
子
細
見
勘
礼
日
記
等
、
件
犯
人
等
,
或
依
重
犯
、
先
年
下
獄
,
会
赦
原
免
之
輩
、
或
好
軒

濫
対
揮
国
務
、
遁
避
官
物
、
兼
成
国
内
強
窃
盗
放
火
殺
害
犯
之
者
、
仮
件
庄
園
威
、
年
来
之
間
所
居
住
也
云
々
,
其
不
善
之
漸
,
遂
及

干
殺
害
国
使
欺
、
今
臨
追
捕
之
日
、
件
下
手
同
類
老
十
七
人
、
或
以
入
京
,
或
隠
遁
興
福
寺
辺
云
云
、
謹
検
案
内
,
凶
悪
之
老
不
悔
前

過
、
恐
及
干
逃
散
之
時
、
慈
亦
成
逆
謀
之
企
、
望
請
官
裁
、
被
下
宣
旨
、
若
有
入
京
之
輩
者
,
令
検
非
違
使
追
捕
、
若
有
隠
遁
寺

辺
者
、
令
本
主
仁
借
・
明
空
大
法
師
等
描
進
'
永
断
具
悪
之
輩
、
令
知
禁
網
之
厳
、
仇
勤
事
状
、
謹
解
、

(
九
九
九
)

長
保
元
年
八
月
廿
七
日

(
孝
並
)

大
学
頭
兼
守
従
五
位
上
源
朝
臣
(
花
押
)

従
五
位
下
行
介
橘
朝
臣

正
六
位
上
行
少
日
暮
木
宿
祢

正
六
位
上
行
権
大
接
石
山
宿
祢

正
六
位
上
行
少
操
宗
岳
朝
臣
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正
六
位
上
行
権
少
橡
置
始
連

(
三
条
家
本
北
山
抄
裏
文
書
　
平
三
八
五
)

[

山

8

,

'

j

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

'

i

t

'

.

'

i

　

　

　

'

尊

・

j

J

6
賜
禄
各
有
差
、
抑
林
懐
・
扶
公
等
不
引
物
、
是
二
日
佐
保
殿
遣
為
令
装
束
為
時
宿
祢
・
頼
祐
朝
臣
等
申
云
、
今
朝
御
装
束
奉
仕
間
'
殿

預
男
l
人
不
参
、
令
召
申
不
侯
由
、
仇
又
召
遣
、
優
男
法
師
一
人
随
身
来
、
申
云
、
預
男
家
侍
法
師
召
云
々
、
仰
云
、
無
仰
以
事
召
法

師
、
極
無
便
事
、
早
帰
遣
了
、
後
大
童
子
六
七
許
来
、
一
人
預
男
付
事
候
へ
拐
打
侍
、
問
案
内
へ
又
法
師
五
六
人
許
為
時
等
為
申
放
言

奇
事
申
、
問
案
内
'
申
云
、
林
懐
使
来
、
寺
法
師
令
召
事
極
無
便
、
其
使
者
描
来
者
と
云
て
'
上
廊
上
申
放
言
時
、
件
召
法
師
無
事
早

帰
参
と
申
、
仇
法
師
等
帰
去
後
、
以
追
捕
使
正
満
林
懐
許
示
案
内
、
返
事
云
、
其
下
手
者
早
可
送
と
云
'
無
便
事
等
申
云
々
、
其
後
又

(
マ
、
)

法
師
二
人
来
申
云
、
以
正
満
所
示
下
手
老
早
可
被
送
へ
大
愁
也
云
々
へ
彼
問
殿
　
行
非
可
申
云
々
、
仇
三
日
無
着
馬
場
思
侍
り
し
か
と

(
は
脱
カ
)

源
大
納
言
な
と
乃
尚
可
着
由
相
示
侍
り
し
か
着
侍
り
云
々
、
林
懐
所
為
甚
不
当
、
後
々
有
事
、
可
成
戒
也
云
々
示
者
、
如
聞
奇
事
也
へ

又
々
能
実
正
閏
定
、
可
成
老
也
、
件
大
日
本
非
平
入
着
也
へ
同
車
二
条
来
、
明
日
雑
事
相
定
、
入
夜
為
時
来
、
問
案
内
'
申
件
便
無
加

事
、
只
如
申
摂
政
殿
、
其
事
非
可
申
尽
'
須
件
法
師
へ
童
部
等
随
能
不
知
後
召
戒
、
而
方
々
思
給
事
侍
、
以
無
事
為
前
と
思
'
只
申
案

内
也
云
々
'
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
『
御
堂
関
自
記
』
敷
望
車
二
月
廿
四
日
条
裏
書
)

(
参
考
)
　
『
小
右
記
』
同
日
条

或
云
,
於
佐
保
殿
、
摂
政
志
馬
於
源
大
納
言
、
々
々
即
与
薬
師
寺
別
当
輔
静
云
々
、
又
於
宇
治
志
大
将
云
々
、
摂
政
未
到
佐
保
殿
之

間
,
前
武
蔵
守
為
時
与
山
階
寺
所
司
有
閑
乱
、
為
時
先
向
佐
保
殿
、
令
装
束
之
間
へ
宿
院
別
当
藤
原
重
時
　
仮
産
、
不
鋪
設
装
束
、

隠
寵
山
階
寺
下
司
宅
へ
為
時
召
遣
之
間
、
逃
隠
不
応
召
へ
仇
描
取
宅
主
法
師
将
来
へ
寺
家
法
師
、
童
子
六
七
十
人
許
'
到
佐
保
殿
、

罵
辱
為
時
へ
次
及
濫
吹
、
為
時
無
所
陳
、
忽
令
拷
描
所
司
召
使
者
'
寄
事
於
使
者
濫
吹
所
為
歎
、
寺
家
雑
人
見
其
事
、
有
和
気
退
帰
、

未
聞
之
事
等
也
,
別
当
林
懐
依
所
司
愁
差
遣
雑
人
云
々
、
権
別
当
扶
公
令
装
束
見
場
之
間
、
不
白
寺
家
、
以
中
安
令
加
制
止
、
今
依

(
林
焼
・
扶
公
)

此
事
、
摂
政
不
与
引
出
物
於
両
僧
都
云
々
、
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(
T
〇
五
六
)

7
(
天
喜
)
四
年
四
月
廿
三
日
犯
人
国
正
隠
居
北
堂
馬
道
東
第
二
房
西
中
子
房
、
国
追
捕
使
源
宗
佐
密
入
殺
之
,

(
東
大
寺
別
当
次
第
　
六
十
七
　
権
大
僧
都
覚
深
)

(
参
考
)

東
大
寺
所
司
大
衆
等
解
　
申
請
　
天
裁
事

請
被
殊
蒙
　
天
恩
、
早
任
道
理
裁
定
、
乱
入
寺
中
僧
房
,
殺
人
斬
首
状
、

副
進
日
記
一
通

右
へ
謹
検
案
内
、
寺
家
素
依
御
願
厳
重
、
従
昔
以
降
未
聞
如
此
追
捕
濫
心
之
事
、
而
俄
引
率
数
多
随
兵
乱
入
寺
中
、
損
亡
房
舎
殺
人

取
首
、
困
義
大
衆
驚
集
、
尋
問
子
細
之
処
へ
是
犯
人
頼
正
子
隠
住
僧
房
之
由
、
巳
有
其
聞
、
仇
以
検
非
違
使
庁
宣
,
所
拐
殺
也
者
、
備

尋
旧
例
'
尚
於
寺
辺
鞭
無
人
描
、
何
況
於
寺
中
乎
,
若
通
有
如
此
犯
過
之
時
,
先
触
案
内
於
寺
家
、
被
尋
召
,
是
所
所
流
例
也
、
而
切

散
血
肉
、
汗
結
界
霊
地
、
踏
破
障
扇
へ
樗
修
学
禅
窓
、
寺
中
大
驚
、
無
過
於
斯
、
抑
不
令
知
大
衆
、
窃
寵
屠
犯
人
之
著
,
其
望
見
而
有

余
、
但
狽
於
僧
房
成
殺
害
之
至
、
又
以
似
失
朝
憲
,
望
請
天
裁
、
早
任
道
理
、
被
裁
定
者
,
札
非
常
濫
過
、
全
御
願
厳
跡
,
仇
劫

在
状
、
謹
話
　
天
裁
'

天
喜
四
年
四
月
廿
三
日

(
東
南
院
文
書
二
ノ
五
　
平
七
九
五
)

(
鳩
番
)

「
誓
定
日
記
案
」

天
喜
四
年
四
月
廿
三
日
午
時
立
日
記
　
「
案
」

右
、
事
発
渡
へ
今
日
辰
時
許
逮
以
天
'
俄
仁
寺
中
乃
北
乃
岡
与
。
,
甲
胃
蘭
笠
等
を
著
2
、
弓
箭
刀
鉾
義
之
天
、
騎
兵
歩
兵
等
七
八

十
人
許
出
来
天
、
北
室
乃
馬
道
号
東
第
二
乃
房
を
打
囲
天
、
或
波
馬
亡
騎
-
、
或
波
歩
与
り
馳
騒
天
、
声
を
高
之
天
、
喚
叫
不
、
此

蒜
天
比
房
近
辺
乃
老
驚
怖
天
'
側
二
聞
支
、
窃
仁
兄
礼
ハ
,
寺
中
乃
人
不
可
怪
思
,
是
検
非
違
使
乃
庁
宣
亡
依
天
,
元
入
追
捕



諸国押領使・追捕使史料集成(下向井)

-
也
止
去
、
而
間
空
居
乃
内
与
-
頚
を
取
天
出
来
、
相
次
天
身
禁
絶
を
付
天
へ
鎮
守
二
十
五
所
乃
岡
林
引
拾
、
如
此
間
、
専
寺
他

寺
乃
上
下
諸
人
等
、
市
を
成
頚
、
愛
仁
寺
中
乃
所
司
大
衆
へ
此
由
を
陳
せ
も
と
顔
留
処
加
、
弓
箭
を
以
天
諸
僧
等
を
射
散
之
天
・
 
'
敢
令
進

止
窮
乏
天
,
件
頚
を
随
身
-
去
了
奴
、
其
後
大
衆
集
会
之
天
、
彼
乃
房
を
見
g
J
・
血
肉
流
散
之
天
へ
仏
像
経
論
を
悉
久
汗
之
、
房
内

乃
隔
等
を
打
破
天
、
敢
其
乃
隠
礼
無
、
退
天
事
乃
子
細
を
問
尋
礼
は
、
件
被
殺
害
者
は
、
是
犯
人
顕
正
加
子
也
、
而
を
件
乃
房
乃
住
僧

を
,
事
乃
縁
有
天
相
知
天
、
窃
仁
通
来
間
、
窺
来
天
殺
害
世
留
也
止
云
々
、
但
此
次
天
亡
被
取
た
る
物
等
、
綿
衣
二
債
・
紬
衣
一
領
・

三
重
表
衣
一
俵
・
同
裳
一
腰
・
甲
袈
裟
l
条
・
夏
表
衣
一
債
・
同
裳
一
腰
・
五
条
袈
裟
l
条
・
狩
袴
l
腰
・
自
余
乃
損
失
乃
物
へ
其
数

を
不
記
へ
仇
為
後
日
記
、

日
記
申

(
署
判
略
)

(
東
南
院
文
書
二
ノ
五
　
平
七
九
七
)

摂
　
津

8
備
前
国
鹿
田
御
庄
居
住
梶
取
佐
伯
亭
氷
解
　
申
請
　
検
非
違
使
庁
裁
事

請
被
殊
豪
　
鴻
恩
、
礼
給
為
摂
津
国
長
渚
浜
住
字
高
先
生
秦
押
領
使
、
水
主
秦
米
茂
同
意
預
乗
船
勝
載
二
百
六
十
石
船
一
腹
井
雑
物

(過)

等
破
□
取
不
安
愁
状

副
進
日
記

右
手
氷
謹
検
案
内
、
件
船
備
前
国
鹿
田
御
庄
別
当
渋
河
幸
達
也
、
而
秋
篠
寺
美
作
国
米
百
八
十
石
へ
塩
廿
寵
為
勝
載
所
借
取
'
□
手
水

(サ>

為
梶
取
,
勝
載
件
米
塩
等
上
道
之
間
へ
以
今
月
二
日
、
於
摂
津
国
武
庫
郡
小
港
、
為
南
大
風
、
入
海
己
了
、
妥
彼
寺
使
件
湿
損
米
ロ
悉



散
下
又
7
、
-
手
秦
米
茂
俄
成
-
、
船
内
雑
物
盗
取
'
n
u
了
,
其
後
件
米
茂
長
堵
浜
不
善
輩
件
字
高
先
生
秦
押
漂
等
談
取
、
吉

(

物

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

普

)

永
之
身
殺
害
□
云
々
、
困
之
為
存
身
命
、
検
預
船
雑
□
罷
去
之
程
、
慈
件
船
井
雑
物
等
、
皆
悉
破
運
取
者
、
為
愁
之
甚
、
□
過
於
斯
,

f
&
K
S
t
-
i

望
請
検
非
違
使
庁
裁
、
被
札
返
件
不
善
之
輩
[
=
船
井
雑
物
等
、
将
知
公
底
之
貴
、
仇
往
事
状
,
以
解
,

(
九
九
八
)

長
徳
四
年
二
月
廿
一
日
　
備
前
国
梶
取
佐
伯
手
水

(
三
条
家
本
北
山
抄
裏
文
書
　
平
三
七
四
)

諸国押領使・追捕使史料集成(下向井)

-
遠
藤
系
図

10　伊

T
S

遠
藤
六
郎
大
夫

∴・--.-'i'蝣1.|'|Iin,!こ'蝣蝣';蝣<

薩
摩
守
天
王
寺
□
□

但
方
給
追
捕
使

(
『
続
群
書
類
従
』
系
図
部
よ
り
抄
出
)

賀

f
Q
^
j

文
信
朝
臣
従
南
山
帰
退
間
、
於
朴
尾
為
敵
以
大
刀
被
打
損
頭
云
々
、
仇
送
便
於
彼
宅
合
間
労
、
稀
未
還
之
由
、
事
己
有
実
、
然
而
非
重

症
云
々
へ

f¥ti;::,

件
文
信
朝
臣
去
月
参
金
峯
山
、
退
帰
之
問
於
原
朴
尾
へ
去
朔
日
為
敵
以
剣
被
打
損
両
所
,
然
而
不
及
終
命
、

八

川

蝣

I

t

,

'

-

.

/

,

1

,

i

r

r

8

,

1

=

こ

.

l

I

‥

]

1

.

し

.

.

　

　

　

_

_

‥

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

L

書

ぎ

刃
傷
文
信
朝
臣
安
倍
正
国
伊
賀
追
捕
使
以
忠
朝
臣
捕
準
雲
、
則
右
衛
門
尉
惟
風
受
取
、
切
左
右
手
指
,
井
折
足
云
々
,
件
男
為
文
信

朝
臣
於
鎮
西
被
殺
父
母
・
兄
弟
・
姉
妹
へ
為
報
其
事
伺
讐
々
、
　
　
　
　
　
　
　
(
『
小
右
記
』
,
 
(
轟
元
年
四
月
)



諸国押領使・追捕使史料集成(下向井)

‖
入
夜
頭
弁
来
云
、
伊
賀
国
司
召
進
追
捕
使
忠
清
、
即
申
関
白
、
可
令
検
非
違
使
勘
間
者
、
先
日
検
非
違
使
問
神
祇
井
国
方
老
日
記
等
持

来
、
示
仰
任
宣
旨
可
仰
下
由
、
今
日
中
納
言
云
、
伊
勢
大
神
宮
神
民
等
郡
立
陽
明
門
愁
伊
賀
国
司
、

(
『
小
右
記
』
挺
。
H
I
。
)

I
R
H
I
年
九
月
廿
六
日
条
)

伊
勢

(
・
J
ユ
*
*
-
.
:
)
<
-
'
*
,
、
'
*
/
蝣
.
'
‥
.
‥
、
‥
1
,
I
J
.
.
_
‥
、
I
'
-
i
-
,

12
下
給
伊
勢
国
人
取
三
河
国
□
二
十
六
人
文
等
'
是
先
日
□
仰
使
庁
遣
看
督
長
、
少
々
乱
返
'
件
調
∩
=
下
絵
之
、
維
衡
朝
臣
即
等

二
人
鯛
醐
鯛
使
為
張
本
へ
即
指
中
老
二
人
也
、
維
衡
申
云
、
所
指
中
老
□
一
人
不
侍
老
也
者
、
差
遣
使
官
大
子
維
衡
所
□
可
令
進
二

人
郎
等
者
、
即
仰
同
弁
、
但
承
検
非
違
使
数
可
召
仰
之
由
仰
弁
了
へ
一
人
欺
、
将
二
人
軟
等
聞
耳
、
二
人
宜
欺
、

左
中
弁
将
来
伊
勢
検
非
違
使
鶴
3
・
動
夢
進
勘
問
日
記
・
維
衡
朝
臣
申
文
等
、
随
身
高
押
領
使
並
先
日
捕
進
犯
人
等
参
上
,
示
可
奏
由
、

(
八
月
十
一
日
)

但
愚
案
者
,
使
前
日
言
上
云
、
維
衡
捕
進
犯
人
一
人
へ
其
外
高
押
領
使
、
伊
藤
橡
逃
去
、
尋
求
可
捕
進
者
、
使
等
相
待
捕
進
之
日
可
随

身
参
上
欺
,
将
直
可
参
上
歎
者
、
宣
旨
云
、
至
且
捕
進
之
犯
人
老
早
可
進
、
其
外
催
責
維
衡
朝
臣
可
令
進
者
、
即
宣
下
了
、
而
裁
報
未

耳
、
]
斌
亀
S
l
i
・
・

到
之
間
随
身
高
押
領
使
一
人
参
上
、
依
無
首
尾
、
己
経
言
上
へ
裁
報
以
前
参
上
、
可
無
所
避
欺
、
弁
云
、
宣
旨
使
罷
逢
近
江
国
甲
賀
郡

者
,
可
謂
愚
頑
,
持
愚
謀
欺
、
誤
錐
参
上
、
既
於
途
中
披
見
宣
旨
之
後
、
従
彼
可
罷
帰
也
、
若
可
被
追
下
欺
、
若
可
令
進
過
状
欺
、
維

〓
〇
二
八
)

衡
遂
不
捕
進
、
(
『
小
右
記
』
長
元
元
年
条
)

三
　
河

1
 
3
参
河
国
押
領
使
源
好
官
符
令
挙
直
朝
臣
送
[
∪
朝
臣
許
、

(
1
0
0
0
)

(
『
権
記
』
長
保
二
年
十
二
月
九
日
条
)



10

川
伴
系
図

大
屋
介
八
名
郡
司

光

兼

-

」

国

助

-

助

光

海
道
総
追

捕
使

号
大
屋
介
、
郡
司
、
海
道
追
捕
使
、
幡
豆

先
祖

郡
司
　
　
幡
豆
介

諸国押領使・追描使史料集成(下向井)

・
e
x
+
団
は
正
F
.
使
・
*
蝣
-
,
言
　
「
.
 
'
・
、

{
助
平

三
河
大
介
伴
四
郎

蝣.flu

(
『
続
群
書
類
従
』
系
図
部
よ
り
抄
出
)

遠
　
江

望
速
江
国
司
申
七
ヶ
条
、
右
兵
衛
督
申
云
、
任
続
文
可
裁
許
、
下
宮
中
云
、
於
押
令
使
候
,
可
補
当
国
者
、
右
兵
衛
督
云
,
当
国
裁
許
由

也
'
見
境
文
、
不
可
異
云
々
、
下
官
愚
案
、
本
解
与
続
文
有
相
違
時
'
尚
分
事
所
定
中
也
、
就
中
坂
東
吏
欲
兼
任
押
令
使
申
時
、
可
被

免
当
国
之
由
定
中
へ
是
恒
例
也
へ
非
新
儀
欺
、
武
衛
書
定
文
時
へ
如
下
官
申
'
事
畢
分
散
、

(
二
三
〇
)

(
『
長
秋
記
』
大
治
五
年
九
月
四
日
条
)



諸国押領使・追捕使史料集成(下向井)

伊

　

豆

1
 
6
工
藤
氏
系
図

依
任
木
工
助
号
工
藤
駿
河
守
従
五
下
　
伊
豆
押
韻
使
　
狩
野
九
郎

維
幾
-
為
憲
-
時

維
職
　
-
　
維
次
-
家
次

7

祐
次

(演)

祐
家
-
枯
近

茂
光

(
参
考
)

『
造
興
福
寺
記
』
永
承
二
年
二
月
廿
一
日
条
所
収
同
日
付
「
藤
氏
長
老
宣
」

(
『
尊
卑
分
脈
』
よ
り
抄
出
)

駿
河

の
藤
氏
四
・
五
位
交
名
の
な
か
に
、
維
景
・
惟
永

欝
・
維
次
欝
が
み
え
る
。
維
職
の
名
は
見
え
な
い
が
,
工
藤
系
図
の
信
愚
性
を
う
か
が
う
に
た
る
。
あ
る
い
は
へ
維
職
は
永
承
二

年
の
段
階
で
五
位
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
野
口
実
「
古
代
末
期
の
武
士
の
家
系
に
関
す
る
二
つ
の
史
料
」
　
(
古
代
文
化

史
論
致
5
)
参
照
。

1
 
-
三
押
領
使
と
い
ふ
は
、
奥
州
秀
衡
・
伊
豆
祐
親
・
肥
後
菊
地
也
、

(
『
倭
訓
葉
』
阿
の
部
　
あ
ふ
れ
う
)

相
　
模

1
 
8
諸
興
・
最
茂
等
可
為
押
領
使
'
但
以
五
位
充
例
可
勘
、

(
九
三
九
)

(
『
貞
信
公
記
抄
』
天
慶
二
年
六
月
九
日
条
)

政
、
請
印
書
中
,
相
模
権
介
橘
是
茂
・
武
蔵
権
介
小
野
諸
興
・
上
野
権
介
藤
条
朝
臣
等
可
追
捕
件
国
々
群
盗
官
符
、
上
野
符
捺
漏
也
へ



12

外
記
申
此
由
於
上
卿
、
請
結
政
印
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
『
本
朝
世
紀
』
天
慶
二
年
六
月
廿
一
日
条
)

1
 
9
散
位
宣
基
来
語
云
、
相
模
国
脚
力
上
洛
申
云
、
彼
国
住
人
権
大
夫
為
季
与
押
領
使
景
平
、
今
月
十
品
合
戦
,
為
季
己
斬
景
平
首
了
云

々
'
困
菟
景
平
l
族
発
数
千
軍
兵
、
更
攻
為
季
云
々
へ

二
O
-
U
ヽ
)

(
『
水
左
記
』
承
暦
三
年
八
月
三
十
日
粂
)

諸国押領使・追捕便史料集成(下向井)

武

　

蔵

2
 
0
押
頂
使
小
野
諸
興
　
1
 
8
に
同
じ
へ

引
桓
武
平
氏
系
図

武
蔵
押
韻
使

上
総
介
イ
五
下

-
良
文
-
忠
療
-
忠
恒
-
恒
将
-

(
『
尊
卑
分
脈
』
よ
り
抄
出
)

下
　
総

2
2
従
五
位
下
下
総
守
藤
原
朝
臣
有
行
誠
憧
誠
恐
謹
言

請
被
特
蒙
　
天
恩
、
因
准
先
例
、
兼
行
押
領
使
,
井
給
随
兵
冊
人
状

右
謹
検
案
内
、
当
国
隣
国
司
等
、
帯
押
額
使
、
井
給
随
兵
、
勤
行
公
事
,
其
例
尤
多
、
近
則
前
司
従
五
位
下
菅
原
朝
臣
名
明
,
依
天
慶

九
年
八
月
六
日
符
、
兼
押
領
使
、
井
給
随
兵
州
人
、
凡
坂
東
諸
国
、
不
善
之
輩
,
横
行
所
部
、
道
路
之
間
,
取
物
害
人
、
如
此
資
心
、

日
夜
不
絶
'
非
施
公
威
、
何
粛
国
土
、
豊
的
天
恩
,
困
准
先
例
、
不
費
官
物
、
国
廻
方
略
、
暫
以
宛
行
、
然
則
若
有
凶
党
之
輩
,
且

以
追
捕
、
且
以
言
上
'
有
行
誠
憧
誠
恐
謹
言
、

(
九
五
〇
)

天
暦
四
年
二
月
廿
日
　
従
五
位
下
-
-
-

同
年
五
月
五
日
左
大
臣
宣
、
奉
　
勅
へ
依
請

(
『
朝
野
群
載
』
巻
廿
二
　
諸
国
雑
事
上
)



諸国押頒使・追捕使史料集成(下向井)

2
3
庁
宣
　
相
馬
郡
司

可
早
任
権
介
平
経
重
寄
文
四
至
へ
以
地
利
上
分
、
為
伊
勢
大
神
宮
供
祭
料
事

右
、
得
経
重
寄
分
簡
5
-
-
着
'
任
寄
文
理
、
奉
免
如
件
、
以
宣
、

(I I IIIO)

大
治
五
年
十
二
月
　
日

守

SEs

領
使
権
守
藤
原
朝
臣

(
棟
木
文
書
　
下
総
国
司
庁
宣
案
　
平
二
一
七
六
)

安
　
房

2
4
予
召
官
大
仰
云
,
令
持
前
駈
文
書
可
持
参
、
官
人
則
持
参
文
書
進
之
、
是
安
房
飛
騨
両
国
条
事
也
、
口
〓
∪
一
々
見
下
、
此
間
乗
燭
へ

新
宰
相
中
将
公
教
新
任
人
也
、
今
度
可
被
免
発
語
欺
、
相
議
之
問
、
按
察
大
納
言
被
申
云
、
諸
国
条
事
幸
吉
書
也
へ
今
日
吉
日
也
、
発

語
何
事
候
哉
、
右
大
弁
先
読
上
安
房
申
文
、
皆
叶
続
文
、
新
宰
相
中
将
公
教
発
語
云
'
条
々
申
旨
叶
続
文
、
可
被
裁
許
欺
、
皆
以
同
之
'

但
源
大
納
言
被
申
云
,
兼
領
使
事
叶
続
文
、
可
被
裁
許
へ
可
給
随
兵
由
申
請
条
也
へ
不
見
続
文
'
猶
重
被
尋
例
、
可
被
裁
'
中
将
定
申
'

予
思
之
、
可
兼
押
領
使
之
由
、
口
中
加
随
兵
事
頗
有
其
例
様
思
出
也
、
仇
∩
∪
強
不
可
被
制
申
殊
へ

(
一
一
三
三
)

(
『
中
右
記
』
長
承
二
年
二
月
廿
八
日
条
)

13

常
　
陸

2
 
-
東
国
司
,
或
申
兼
坂
東
国
々
之
押
領
使
、
社
有
其
例
、
多
不
許
之
、
兼
当
国
也
、
至
干
当
国
、
一
事
以
上
、
皆
所
執
行
、
錐
不
兼
之
へ

(
藤
原
)

有
何
博
乎
,
然
而
為
不
令
隣
国
司
兼
之
、
所
申
請
云
々
、
上
野
定
平
、
常
陸
為
信
等
於
任
兼
八
箇
国
云
々
、
彼
時
除
国
司
相
兼
之
国
殊
へ

可
尋
之
、

(
『
北
山
抄
』
巻
十
　
吏
途
指
南
)
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(
参
考
)
　
去
十
日
常
陸
為
信
朝
臣
出
家
云
々

(
九
八
七
)

(
『
小
右
記
』
永
延
元
年
正
月
十
三
日
粂
)

諸国押領便・追捕便史料集成(下向井)

2
 
6
庁
宣
　
留
守
所

可
令
鹿
嶋
社
神
額
橘
郷
事

右
郷
へ
聯
依
有
宿
願
へ
所
令
奉
免
日
次
御
供
不
足
料
也
へ
是
則
為
宰
吏
安
穏
国
中
豊
能
也
、
免
除
官
物
以
下
国
役
雑
事
へ
以
大
禰
宜
則

親
可
令
知
行
、
如
此
奉
免
後
へ
錐
後
司
定
無
牢
寵
欺
、
但
恒
例
除
田
不
可
相
違
'
兼
又
於
今
年
収
納
物
者
、
本
郷
司
可
致
沙
汰
者
、
在

庁
官
人
等
宜
承
知
、
不
可
達
矢
'
故
宣
、

蝣
蝣
e
>
j
包
E

承
安
四
年
十
二
月
　
日

経
伸

右
衛
門
佐
兼
押
領
使
介
高
階
朝
臣
(
花
押
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
鹿
島
大
祢
宜
家
文
書
　
平
三
六
六
九
)

近
　
江

2
 
7
太
政
官
符
　
近
江
国
司

応
以
散
位
従
七
位
上
甲
可
公
是
茂
へ
令
追
捕
部
内
凶
党
事

右
得
彼
国
去
年
十
月
十
七
日
解
状
樽
も
謹
検
案
内
、
此
国
帯
三
箇
道
、
為
要
害
地
、
軒
滑
之
輩
、
横
行
部
内
'
強
盗
殺
害
、
往
々
不
絶
、

仇
前
々
国
宰
、
部
内
武
芸
之
輩
'
撰
堪
其
事
之
者
へ
申
請
公
家
へ
為
追
捕
使
、
近
則
故
佐
々
責
山
公
興
恒
へ
故
大
友
兼
平
等
是
也
へ
髪

兼
平
者
、
今
年
二
月
其
身
死
去
、
前
司
介
藤
原
朝
臣
清
正
、
権
大
嫁
依
知
秦
公
広
範
可
補
彼
替
之
状
、
言
上
解
文
先
華
、
而
件
広
範
齢

己
老
、
身
非
武
芸
、
今
件
是
茂
忠
廉
之
情
、
方
寸
不
摸
、
文
武
之
用
、
随
分
相
兼
、
札
察
追
捕
、
可
堪
其
職
、
望
請
、
官
裁
困
准
先
例
へ

以
件
是
茂
為
追
捕
便
、
粛
静
部
内
者
、
右
大
臣
宣
'
依
話
者
へ
国
宜
承
知
、
依
宣
行
之
、
符
到
奉
行
、



諸国押頒使・追捕使史料集成(下向井)

五
位
下
追
捕
使

部
丞
　
本
為
俊

号
佐
々
木
源
次
大
夫

(
『
尊
卑
文
脈
』

正
五
位
下
左
中
弁
藤
原
朝
臣
文
範

(
九
五
六
)

天
暦
十
年
六
月
十
三
日

左
大
史

2
 
8
佐
々
木
系
図

補
近
江
国
押
韻
使

-

義

経

　

　

-

或
本
章
　
兵
部
丞
従
五
位
下

従
五
位
下

補
近
江
国
惣
追
捕
使

号
源
次
大
夫

経
方

(
『
朝
野
群
載
』
巻
廿
二
　
諸
国
雑
事
上
)

秀
義『

続
群
書
撰
従
』
系
図
部
よ
り
抄
出
)

(
次
か
)

-
式
部
丞
章
経
号
源
追
捕
使
、
後
任
式
部
丞
'
其
子
経
方
号
佐
々
木
源
追
大
夫
、
其
子
有
三
人
、
太
郎
・
二
郎
於
佐
々
木
庄
為
夜
打
被

[
∪
三
郎
秀
義
生
年
十
三
、
遁
参
奥
国
判
[
∪
対
馬
守
預
之
、
・
　
(
西
岡
虎
之
助
『
荘
園
史
の
研
究
』
下
巻
一
所
収
、
野
田
文
書
)

上

　

野

2
 
9
押
領
使
藤
原
惟
条
　
1
 
8
に
同
じ
。

3
 
0
押
領
使
椿
定
平
　
　
2
 
5
に
同
じ
。

(
忠
文
)

(
参
考
)
　
以
橘
定
平
為
軍
監
、
大
将
軍
話
中
、

(
『
貞
信
公
記
抄
』
天
慶
三
年
二
月
廿
六
日
条
)

柑
　
-
ー
上
野
介
橘
朝
臣
忠
範
申
請
へ
被
裁
許
雑
事
三
箇
条
事

r
　
　
　
(
略
)



諸国押領便・追捕使史料集成(下向井)

l
請
困
准
傍
例
へ
賜
押
領
使
官
符
於
下
野
・
武
蔵
・
上
総
・
下
総
・
常
陸
等
国
、
捕
札
凶
賊
、
兼
賜
随
兵
廿
人
事
、

同
前
諸
卿
定
申
云
、
当
国
押
簡
便
及
随
兵
等
、
任
前
例
可
被
裁
許
軟
へ

(略)二
、
f
)
蝣
'
-
!

寛
弘
二
年
四
月
十
四
日

(
平
松
文
書
　
条
事
定
文
写
　
平
四
三
九
)

下
　
野

3
 
2
平
将
門
以
天
慶
三
年
二
月
、
為
下
野
国
押
領
使
藤
原
秀
郷
、
被
討
殺
、
四
月
廿
五
日
進
其
頭
、

(
『
本
朝
世
紀
』
天
慶
四
年
十
一
月
五
日
条
)

(
参
考
)
　
『
師
守
記
』
　
(
裏
書
)
天
慶
三
年
二
月
廿
九
日
条
、
『
将
門
記
』

小
山
左
衛
門
尉
朝
政
申
云
、
不
帯
本
御
下
文
、
貞
祖
下
野
少
接
豊
沢
為
当
国
押
領
使
、
如
検
断
之
事
、
1
向
執
行
之
、
秀
郷
朝
臣
天
慶

三
年
更
賜
官
符
之
後
、
十
三
代
数
百
歳
、
奉
行
之
間
、
無
片
時
中
絶
之
例
、
但
右
大
将
家
御
時
者
、
建
久
年
中
、
亡
父
政
光
入
道
,
読

譲
与
此
職
於
朝
政
、
賜
安
堵
御
下
文
許
也
、
敢
非
新
恩
之
職
'
称
可
散
御
不
審
、
進
覧
彼
官
符
以
下
状
等
云
々
、

(
『
吾
妻
鏡
』
承
元
三
年
十
二
月
十
五
日
条
)

3
 
3
結
城
系
図

累
祖
藤
成
以
来
代
々

下
野
国
為
押
領
使

天
元
二
年
正
月
廿
九
日
任
陸
奥

鎮
守
府
将
軍
へ
下
野
国
押
韻
使

秀
郷

千
常
-
智
方

文
備
内
舎
人
頚

永
延
三
年
正
月
十
日
任
鎮
守
府
将
軍

下
野
国
押
領
使

(
『
統
群
書
猿
従
』
系
図
部
よ
り
抄
出
)



諸国押領使・追捕使史料集成(下向井)

陸
奥
出
羽

3
4
太
政
官
符
陸
奥
国
司

応
以
正
六
位
上
平
朝
臣
八
生
補
任
押
領
使
職
事

右
得
彼
国
去
長
保
五
年
三
月
十
日
解
状
儀
、
謹
検
案
内
、
此
国
北
接
蛮
夷
へ
　
南
承
中
国
、
軒
犯
之
老
'
動
以
劫
盗
'
仇
試
以
件
八
生
へ

為
国
押
領
使
令
行
追
捕
事
へ
凶
賊
漸
以
列
跡
、
部
内
自
以
粛
清
へ
見
其
勤
公
へ
最
足
採
用
、
抑
八
生
へ
故
武
蔵
守
従
五
位
上
平
朝
臣
公

雅
弟
、
同
公
基
男
也
へ
門
夙
所
扇
雄
武
抜
群
、
望
請
官
裁
'
以
件
八
生
、
被
補
任
押
領
使
'
将
励
勉
勇
之
心
、
弥
頒
狼
戻
之
俗
者
、
従

二
位
行
権
中
納
言
兼
中
宮
大
夫
右
衛
門
督
藤
原
朝
臣
斉
信
宣
'
依
話
者
'
国
宜
承
知
依
宜
行
之
へ
符
到
奉
行
、

二
'
J
j
f
I

寛
弘
三
年
三
月
九
日

(
『
猿
東
符
宣
抄
』
第
七
)

'

・

1

!

#

J

右
少
弁

左
少
史

3
 
5
庁
宣
　
岩
瀬
郡
司
政
光

可
早
堺
四
至
打
牌
示
左
大
臣
家
御
額
事

右
へ
以
岩
瀬
一
郡
為
左
大
臣
家
御
債
、
史
生
官
使
国
使
相
共
堺
四
至
打
牒
示
、
一
郡
併
以
可
奉
立
券
之
状
、
所
宣
如
件
、
以
宣
'

二
　
二
二
八
)

保
延
四
年
十
月
廿
六
日

大
介
鎮
守
将
軍
兼
押
領
使
藤
原
朝
臣
在
御
判

(
陸
奥
国
司
庁
宣
案
　
上
遠
野
文
書
　
平
二
三
九
五
)

肋

3
 
6
今
日
、
秀
衡
入
道
於
陸
奥
国
平
泉
館
卒
去
、
自
乗
重
病
依
少
侍
へ
　
其
臆
以
前
、
伊
予
守
義
顕
為
大
将
軍
可
令
国
務
之
由
、
令
遺
言
男
泰

衡
以
下
云
云

簾
守
府
将
軍
兼
陸
奥
守
従
五
位
上
藤
原
朝
臣
秀
衡
法
師
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(
二
七
〇
)

出
羽
押
領
使
基
衡
男
嘉
応
二
年
五
月
廿
五
日
任
簾
守
府
将
軍
、
叙
従
五
位
下

義
和
元
年
八
月
廿
五
日
任
陸
奥
守
、
同
日
鍍
従
五
位
上

(
一
一
八
七
)

(
『
吾
妻
鏡
』
文
治
三
年
十
月
廿
九
日
条
)

諸国押領使・追捕使史料集成(下向井)

陸
奥
押
領
使
藤
原
朝
臣
泰
衡
、
年
州
五

鋲
守
府
将
軍
兼
陸
奥
守
秀
衡
次
男
、
母
前
民
部
少
輔
藤
原
基
成
女

文
治
三
年
十
月
へ
継
於
父
遺
跡
為
出
羽
陸
奥
押
領
使
管
領
六
郡

(
『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
九
月
三
日
条
)

羽
押
領
便

権
大
夫
　
　
　
　
六
郡
押
領
便

陸
奥
国
押
韻
使
　
出
羽
押
領
使

従
五
下

鏡
守
府
将
軍

藤
氏
藤
成
流
系
図-

経
清
-
清
衡

基
衡

頭̂
^̂
Î
Sĉ
llsi

(
『
尊
卑
文
脈
』
よ
り
抄
出
)

越
　
前

3
7
越
前
国
司
解
　
申
請
　
官
裁
事

請
被
停
止
追
捕
使
押
領
債
等
状

(
在
カ
)

右
左
京
雑
掌
中
云
々
、
今
件
随
兵
士
卒
へ
非
必
其
人
へ
或
借
威
優
勢
、
横
行
所
部
'
或
寄
事
有
犯
、
脅
略
人
民
へ
所
部
不
静
、
還
致
愁

款
へ
望
請
、
官
裁
被
停
止
件
使
、
若
猶
郡
司
之
力
不
及
'
国
宰
之
勤
難
堪
'
須
随
事
状
申
請
件
使
、
仇
録
事
状
、
謹
解
、
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(
九
五
二
)

天
暦
六
年
三
月
二
日

同
年
十
一
月
八
日
右
大
臣
宣
、
奉
　
勅
、
依
請

(
『
朝
野
群
載
』
巻
廿
二
　
諸
国
雑
事
上
)

3
 
8
藤
氏
時
長
孫
系
図

利
仁
-
叙
用
-
吉
信

忠
頼

重
光

T
l

越
前
国
追
捕
使
　
堅
剛
惣
追
捕
使

二
代
略
)
-
国
章
　
-
　
国
貞

貞
正

冷
泉
院
蔵
人
　
疋
田
斎
藤
姶
　
　
疋
田
斎
藤

蝣
・
'
'
.
　
」
」
滴
欄
璃
欄
・
・
∴

・

-

-

-

:

-

 

-

　

*

*

*

'

'

.

?

-

<

柑

重
刷
国
　
　
北
陸
道
七
ヶ
国
　
北
陸
道
七
ヶ
国
押
領
使

押
額
便
　
　
押
韻
使
　
　
　
壁
別
図
惣
追
捕
使

(
『
尊
卑
文
脈
』
よ
り
抄
出
)

i
s
n
ォ

或
記
云
、
十
郷
春
日
人
皇
六
十
六
代
一
傑
院
の
御
字
、
当
国
の
押
領
使
斎
藤
民
部
少
輔
伊
侍
を
申
て
利
仁
将
軍
の
四
代
の
孫
、
藤
原
の

正
統
な
れ
は
、
氏
神
の
為
に
春
日
大
明
神
を
信
仰
し
給
ひ
、
寛
弘
八
年
辛
亥
に
河
口
の
庄
本
庄
の
住
人
徳
丸
か
一
男
を
先
と
し
て
、
御

供
料
百
石
宛
毎
年
南
都
へ
運
送
あ
り
L
よ
り
、
終
に
退
転
有
こ
と
な
し
、
-
　
　
　
(
『
越
前
名
勝
志
』
坂
井
郡
　
本
庄
の
春
日
)

或
人
の
云
、
-
-
越
前
の
惣
追
捕
使
藤
原
国
貞
、
保
元
年
中
に
奏
閲
を
経
て
、
氏
神
奈
良
の
春
日
大
明
神
を
当
国
に
勧
請
す
。
今
の
本

庄
の
春
日
を
始
と
し
て
　
郡
て
十
郷
に
春
日
を
祝
ひ
奉
る
。
其
時
国
貞
此
地
を
六
百
余
町
春
日
の
神
額
に
寄
附
せ
ら
る
。

(
同
右
、
山
鹿
村
)

(
参
考
)



Sfll

申
時
許
瀧
口
藤
原
貞
正
率
随
兵
、
於
粟
田
口
射
殺
敵
越
前
国
三
国
行
正
、
聞
及
、

能
捕
得
云
々
、
帯
刀
藤
原
為
延
同
意
へ
仇
入
追
捕
内
云
々
へ

公
家
差
遣
検
非
違
使
井
武
芸
人
等
令
追
捕
云
々
、
不

(
九
八
九
)

(
『
小
右
記
』
永
所
元
年
七
月
廿
一
日
粂
)

39　丹
赤

荒波
図

流
於
丹
波
大
観
祖
　
　
押
領
使

諸国押領便・追捕便史科集成(下向井)

頼
信
-
頼
季
-
満
実

光
-
頼
重
-
頼
遠

流
丹
波
　
丹
波
半
日
押
領
使

葦
田
八
郎

葦
田
太
兵
衛
尉

#

道
家

忠
象

政
寂
・
」
-
象
高

同
押
領
使

同
押
領
使

政
舜

承
久
合
戦
損
命

(
『
続
群
書
類
従
』
系
図
部
よ
り
抄
出
)

伯
　
曹

4
 
0
-
美
作
伯
菅
等
国
、
申
請
官
符
、
押
領
使
勤
行
警
固
事
へ
-
-
　
4
 
1
に
同
じ
。

出
　
雲

4
 
1
太
政
官
符
　
出
雲
国
司
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応
以
清
瀧
静
平
為
押
領
使
う
令
追
捕
部
内
軒
盗
輩
事

右
得
彼
国
去
正
月
廿
六
日
解
状
儀
、
謹
検
案
内
、
美
作
伯
者
等
国
、
申
請
官
符
、
押
領
使
勤
行
警
固
事
、
而
此
国
在
二
境
之
中
、
暴
悪

之
輩
、
任
心
横
行
、
白
非
官
符
之
使
、
何
乱
執
悪
之
徒
、
加
以
年
来
之
間
、
賦
税
之
民
、
窓
集
党
類
、
動
奪
人
物
,
謹
案
事
情
、
礼
捕

凶
撰
之
道
へ
尤
在
此
使
、
方
今
静
平
、
才
幹
兼
備
、
亦
堪
武
芸
、
清
廉
之
性
、
勤
公
在
心
、
望
請
'
官
裁
准
件
等
国
例
、
以
静
平
被
裁

給
押
領
使
、
且
令
断
凶
悪
之
輩
、
且
令
在
平
善
之
風
者
、
右
大
臣
宣
、
依
話
者
、
国
宜
承
知
、
依
宜
行
之
、
符
到
奉
行
,

従
四
位
下
行
左
中
弁
橘
朝
臣
好
古
　
左
大
史
出
雲
宿
祢
蔭
時

1
t
'
-
t
l
-
 
-
*
)

天
暦
六
年
十
1
月
九
日

(
『
朝
野
群
載
』
巻
廿
二
　
諸
国
雑
事
上
)

4
 
2
平
家
年
来
の
伺
候
の
人
I
I
云
ふ
に
及
ば
ず
、
山
陽
・
山
陰
・
四
国
・
九
国
に
宗
と
聞
ゆ
る
老
共
へ
阿
波
民
部
大
輔
成
良
が
口
状
を
以

て
'
安
芸
守
基
盛
の
息
男
左
馬
頭
行
盛
執
筆
と
し
て
、
交
名
記
し
て
催
さ
れ
た
り
。
先
づ
播
磨
国
に
は
津
田
四
郎
高
基
、
-
-
出
雲
国

に
は
塩
谷
大
夫
・
多
久
七
郎
・
朝
山
紀
次
・
横
田
兵
衛
維
行
、
福
田
押
領
使
・
-

(
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
三
十
六
)

石
　
見

4
 
3
庁
宣
　
留
守
所

定
遣
久
利
仁
清
両
河
内
三
箇
郷
事

四
至
限
(
四
至
略
)

右
、
於
件
三
箇
所
者
、
清
原
長
房
先
祖
相
伝
之
、
任
本
公
験
手
次
文
書
理
、
四
至
限
遣
所
也
、
全
他
人
所
額
不
相
交
一
分
者
也
、
至

(
4
脱
)

干
長
房
子
々
孫
、
可
令
進
退
領
掌
、
敢
不
可
有
他
妨
、
仇
在
庁
宮
人
等
宜
承
知
,
不
可
遺
失
、
故
以
宣
,

I

"

蝣

'

)

大
準
冗
年
六
月
十
九
日
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(
7
,
)

大
介
兼
押
領
知
主
水
正
藤
原
朝
臣
(
花
押
)

(
久
利
文
書
　
平
二
〇
七
六
)

諸国押頒便・追捕使史料集成(下向井)

4
4
下
　
石
見
国
在
庁
宮
人
等

補
任
押
領
使
職
事

藤
原
兼
高

右
以
人
為
彼
職
'
一
国
之
御
家
人
催
、
無
他
妨
可
致
其
沙
汰
之
状
、
如
件
者
、
御
家
人
井
在
庁
官
人
等
宜
承
知
,
勿
達
矢
、
以
下
、

(
1
　
1
八
四
)

元
暦
元
年
五
月
　
日鎌

倉
殿
御
代
官
平
朝
臣御

判

(
参
考
)
　
平
四
一
七
六
・
四
1
七
七
・
四
l
七
八

(
益
田
家
什
書
　
平
四
1
七
五
)

播
　
磨

45

(
九
五
七
-
九
六
t
)

天
徳
年
　
中
揖
保
郡
L
l
勇
健
ノ
武
三
人
侍
呈
、
・
・
-
多
ク
勇
士
ヲ
相
語
ヒ
、
賊
徒
-
召
従
テ
郡
内
国
中
彼
威
.
壷
テ
恐
レ
随

ハ
ザ
″
輩
ナ
シ
、
剰
へ
西
国
運
上
ノ
年
貢
上
載
官
物
ヲ
押
止
ス
、
旅
人
モ
通
芸
、
商
貫
を
道
絶
-
、
越
部
ノ
西
ノ
上
峻
峨
ノ
峯
二

城
ヲ
横
へ
隠
謀
ノ
企
聞
二
間
、
栗
栖
武
者
所
、
大
市
大
額
大
夫
、
自
国
武
者
所
、
矢
田
部
石
見
郡
司
等
ヲ
国
ノ
案
内
者
-
、
藤
将

軍
文
修
ヲ
差
下
テ
終
1
義
軍
シ
畢
ヌ
、
其
ヨ
-
彼
山
ヲ
城
山
ト
名
ク
、
仇
テ
文
修
将
軍
当
国
ノ
押
領
使
ヲ
給
云
々
、
(
『
峯
相
記
』
)

(
サ

早
旦
召
信
助
腸
馬
l
疋
、
辰
魁
進
発
'
己
魁
着
佐
用
、
押
□
使
儲
僕
、
賜
馬
1
疋
、
未
魁
着
播
磨
国
平
野
,

(
一
〇
九
九
)

(
『
時
範
記
』
承
徳
三
年
三
月
廿
九
日
粂
)
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4
 
-
今
昔
、
幡
磨
ノ
国
、
赤
穂
ノ
郡
.
1
1
党
ノ
盗
人
有
ケ
-
、
往
反
ノ
人
ノ
物
ヲ
奪
ヒ
取
。
'
国
ヲ
廻
テ
人
ノ
家
L
L
入
テ
、
財
ヲ
盗
.
"
人
ヲ

殺
ス
、
然
レ
・
ハ
、
国
ノ
人
、
皆
、
此
ヲ
歎
テ
、
一
国
挙
テ
心
ヲ
合
七
カ
ヲ
加
へ
テ
、
此
ノ
盗
人
共
ヲ
皆
描
ッ
、
或
ハ
不
日
1
壷
切
り
手

足
ヲ
折
り
、
或
ハ
生
ケ
乍
ラ
獄
,
嘉
ス
、
其
ノ
中
.
t
二
人
ノ
盗
人
有
り
、
童
㌢
年
僅
二
廿
余
也
、
此
レ
、
此
ノ
中
1
崩
タ
ル
者
也
'

・
・
・
此
ノ
童
へ
国
ノ
追
捕
使
L
L
仕
(
デ
、
名
ヲ
タ
ゞ
ス
丸
ト
云
ケ
リ
、

(
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
六
ノ
廿
六
)

美
　
作

4
 
8
-
美
作
伯
者
等
国
、
申
請
官
符
、
押
領
使
勤
行
警
固
事
、
・
-
4
 
1
に
同
じ
。

4
 
9
辰
魁
進
発
、
越
鹿
跡
御
坂
、
未
魁
着
美
作
国
佐
奈
保
・
追
捕
使
信
助
儲
供
へ

(
一
〇
九
九
)

(
『
時
範
記
』
承
徳
三
年
三
月
廿
八
日
粂
)

5
 
0
抑
上
人
は
'
美
作
国
久
米
の
南
条
稲
岡
庄
の
人
な
り
。
父
は
久
米
の
押
領
使
漆
の
時
国
へ
母
は
秦
氏
な
り
。
・

(
『
法
然
上
人
行
状
画
図
』
)

備
　
後

5
 
1
左
少
史
為
親
持
来
備
後
追
捕
使
安
部
衆
説
官
符
、
前
日
向
守
朝
臣
所
示
付
也
、
左
少
史
伴
季
随
始
奉
仕
南
中
文
云
々
、

〓
(
=
×
U
四
)

(
『
権
記
』
長
保
六
年
二
月
十
四
日
粂
)

長

日
t
J

P
_

5
 
2
長
門
国
平
家
以
往
守
守
護
職
、
元
老
号
押
領
使
職

豊
西
郡
司
三
代
　
同
御
所
両
師
l
宮
大
宮
司
次
第

此
時
大
宮
司
摂
津
前
司
賀
田
範
方

同
範
貞

同
範
貞
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四
豊
東
郡
司
元
家

五
厚
東
郡
司
武
光

六
安
芸
守
清
盛

七
厚
東
郡
司
武
景

此
時
大
宮
司
重
貞

大
宮
司
重
貞

同
重
貞

大
宮
司
包
貞

(
『
長
門
国
守
護
職
次
第
』
)

諸国押領使・追捕使史料集成(下向井)

紀
　
伊

5
3
太
政
官
符
紀
伊
国
司

応
以
前
土
佐
接
正
六
位
上
御
春
朝
臣
聡
高
補
任
追
捕
使
事

右
得
彼
国
去
年
十
l
月
廿
八
日
解
状
偶
、
謹
検
案
内
、
此
間
山
海
之
問
、
窟
賊
連
綿
、
好
悪
陳
,
莞
追
捕
使
之
者
、
讐
其
数
、

或
拠
警
力
難
堪
、
或
汗
馬
之
労
失
便
、
今
件
聡
高
、
夙
伝
弓
馬
之
能
,
尤
足
警
急
之
僻
,
望
請
官
裁
,
早
被
補
任
件
職
、
将
為
拝
城

之
便
者
、
正
三
位
行
中
納
言
源
朝
臣
保
光
宣
、
依
話
者
、
国
宜
承
知
依
宣
行
之
,
符
到
奉
行
、

左
少
弁
　
　
　
　
　
右
少
史

(
九
九
二
)

正
暦
三
年
十
月
廿
八
日

(
『
類
菓
符
宣
抄
』
第
七
)

5
 
4
在
田
郡
司
解
　
申
請
　
国
符
事

壱
紙
被
載
応
任
旧
例
、
為
不
輸
租
田
、
停
止
検
田
使
入
勘
右
大
弁
宅
所
頒
石
垣
上
下
下
野
井
参
箇
庄
田
島
状
、

右
、
被
去
年
八
月
廿
八
日
国
符
今
月
廿
七
日
到
憲
,
(
中
略
)
佃
所
仰
如
件
、
郡
宜
承
知
,
任
先
例
、
永
為
不
輸
租
田
庄
、
停
止
検

田
使
入
勘
、
不
得
遺
失
者
、
所
請
如
件
'
以
解
、
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(
九
九
四
)

正
暦
五
年
九
月
廿
七
日

追
捕
使
丹
波
接
郡
務
便
紀
在
判

皇
后
官
職
御
厨
別
当
郡
摂
使
紀
蛋

少
領
国
司
代
　
紀

国
司
代
　
紀

(
高
野
山
文
書
　
平
三
六
〇
)

!
ォ
サ
蝣
"
.
任
]

5
 
5
被
　
別
当
宣
俄
へ

犯
人
藤
原
行
時
寵
置
前
大
和
接
□
正
忠
許
者
,
仇
令
召
進
其
身
之
処
、
正
忠
今
月
十
四
日
用
訂
文
解
,
件
犯
人

藤
原
行
時
居
住
紀
伊
国
伊
都
□
彼
国
追
捕
使
坂
上
重
方
宅
垣
内
丑
寅
角
令
住
□
従
者
内
蔵
正
木
屋
之
由
、
今
月
九
日
内
惟
光
申
送

(
も
f
蝣
I
'
t
O
旋
)

口
差
副
督
長
於
正
忠
、
令
描
進
件
行
時
、
若
猶
無
口
進
事
'
処
同
意
者
、
以
正
忠
・
重
方
等
、
令
中
共
弁
者
、

(
九
九
九
)

長
保
元
年
七
月
十
五
日
　
左
衛
門
権
少
尉
安
倍
「
信
行
」
奉

(
三
条
家
本
北
山
抄
襲
文
書
　
平
三
八
四
)

淡
　
路

5
 
6
淡
路
国
司
解
　
申
請
　
官
裁
事

請
被
困
准
傍
例
、
給
官
符
へ
以
正
六
位
上
高
安
宿
祢
為
正
補
押
領
使
状

右
謹
検
案
内
、
此
国
四
方
帯
海
、
軒
滑
易
通
、
況
乎
世
及
溌
季
、
俗
亦
狼
戻
也
、
警
衛
之
僻
へ
無
人
勤
行
、
望
請
、
官
裁
以
件
為
正
補

押
領
使
職
者
、
将
令
就
不
虞
之
勤
、
仇
勤
事
状
、
謹
解
へ

(
¥
r
J
A
'

-
t

寛
弘
三
年
四
月
十
1
日

(
『
朝
野
群
載
』
巻
廿
二
　
諸
国
雑
事
上
)



一

伊

予

c
o
 
i
n
伊
与
追
捕
使
越
智
為
保
任
符
奉
送
前
守
許
,
依
有
彼
守
之
所
示
合
成
也
、

二
〇
〇
二
)

(
『
権
記
』
長
保
四
年
三
月
十
二
日
粂
)

諸国押領便・追捕使史料集成(下向井)

筑
　
後

-
 
8
二
品
令
挙
草
野
大
夫
永
平
所
望
事
、
依
有
珠
功
也
、
御
書
云
,

平
家
背
朝
威
'
企
謀
叛
、
鎮
西
之
輩
大
略
難
相
従
彼
逆
徒
,
筑
後
国
住
人
草
野
大
夫
永
平
仰
朝
威
、
致
無
弐
忠
託
,
仇
筑
後
国
在

国
司
押
領
使
両
職
へ
為
本
職
之
間
、
可
知
行
之
由
雄
中
之
、
如
此
事
、
非
頼
朝
成
敗
候
、
御
奉
行
之
由
承
及
候
、
有
御
奏
聞
、
可
被

宛
給
永
平
候
、
恐
憧
謹
言
、

閏
七
月
二
日

進
上
　
帥
中
納
言
殿

頼
朝

(
〓
八
六
)

(
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
閏
七
月
二
日
傑
)

草
野
大
夫
永
平
所
望
事
、
令
挙
申
給
之
処
、
有
　
勅
答
、
帥
中
納
言
経
-
奉
書
到
来
、

平
家
背
朝
威
零
落
之
時
、
鎮
西
輩
大
略
錐
相
従
,
永
平
不
与
彼
凶
賊
、
遂
致
忠
功
之
由
、
泊
天
聴
、
伽
筑
後
国
在
国
司
押
領
使

両
職
不
可
有
相
違
之
由
、
依
　
天
気
執
達
如
件
、

閏
七
月
廿
六
日
　
　
大
宰
帥

(
同
右
　
文
治
二
年
八
月
六
日
)

豊
　
後

-
 
9
文
治
の
頃
、
豊
後
国
の
押
領
使
緒
方
三
郎
、
大
神
惟
栄
、
伊
予
守
義
経
に
属
せ
し
科
に
依
り
て
遠
流
せ
ら
れ
、
-

(
『
北
肥
戦
誌
』
　
巻
之
五
)
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肥
W
t
凡

叫
且

前

*
M在

判

注
進
　
肥
前
国
御
家
人

可
早
任
御
下
知
旨
、
勤
仕
守
護
所
大
番
事

九
月
1
日
始
　
　
　
　
　
　
　
三
日
番
定

一
番
　
　
曽
根
崎
平
大
　
　
小
野
中
大
夫

r
^
m
m

廿
八
番
　
高
木
大
夫
　
　
　
大
野
四
郎

(
中
　
略
)

(
マ
こ

右
、
件
御
家
人
守
番
結
之
次
第
、
可
令
勤
仕
守
護
所
大
番
へ
仇
注
進
如
件
、

建
空
夢
八
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
『
当
国
押
領
使
高
木
太
郎
大
夫
』

肥
前
国
押
領
使
大
監
藤
原
宗
家

(
筑
後
大
友
文
書
　
鎌
八
〇
八
)

肥

　

後

6
 
1
押
領
使
菊
池
　
　
1
 
7
に
同
じ
。
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大

　

隅

6
 
2
税
所
氏
系
図

-
篤
房
-
篤
茂

重
富
、
号
税
所
兵
衛
へ
太
偶
国
税
所
職

或
敦
用
、
重
富
桑
野
七
郎
大
夫
押
領
使
職
　
押
韻
使
職

祐
満

諸国押額便・追捕使史料集成(下向井)

(
『
地
誌
備
考
』
所
収
税
所
氏
系
図
よ
り
抄
出
)

国
不
明

6

3

謹

言

言
上
　
追
捕
使
則
高
論
文
事

右
則
高
話
文
所
進
上
如
件
へ
御
覧
之
後
へ
随
仰
勤
仕
,
仇
所
進
講
文
所
進
上
如
件
,
又
時
文
之
今
所
所
進
□
聖
是
、
過
今
明
日
可
弁

進
上
□
言
上
者
、
所
上
啓
事
等
如
件
へ
以
解
、

'

蝣

O

W

1

-

1

l

長
久
四
年
七
月
十
三
日
　
右
看
督
長
水
田
□

進
上
　
右
衛
門
中
属
殿
政
所

(
九
条
家
本
延
喜
式
巻
十
二
裏
文
書
　
平
六
〇
六
)

法
　
制

甲
諸
国
追
捕
使
事

諸
国
解
文
中
宮
下
上
童
へ
而
畿
内
大
和
国
及
近
江
等
国
追
捕
便
'
奉
　
勅
宣
旨
也
,

誓
　
追
捕
使
∴
;
-
-
.
 
'
:
'
.
 
'
'
挿
臥
∵

6
 
6
追
捕
使
事

欝
近
江
等
国
、
或
奉
勅
宣
旨
、
自
余
諸
国
々
解
申
官
、
給
上
宣
官
符
、
醐
瑠

-
 
7
諸
国
置
押
領
使
事
(
注
、
中
大
中
納
言
事
の
上
宝
事
項
の
一
項
目
)

(
『
西
宮
記
』
巻
十
五
)

(
『
西
宮
記
』
巻
十
三
)

(
『
北
山
抄
』
巻
六
)

(
『
九
条
年
中
行
事
』
、
『
北
山
抄
』
巻
七
)
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諸
国
押
舗
便
・
追
捕
優
に
つ
い
て

一
〇
～
l
二
世
紀
の
諸
国
押
領
使
・
追
捕
優
に
つ
い

(
-
)

て
は
へ
　
ふ
る
く
か
ら
守
護
制
度
の
源
流
と
し
て
'
あ
る

(
"
I

い
は
武
士
発
生
の
主
要
契
機
と
し
て
'
重
要
な
位
置
が

与
え
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
へ
平
安
時
代
の
国
衛
軍
制

研
究
の
活
発
化
の
な
か
で
、
ふ
た
た
び
注
目
さ
れ
る
よ

(
3
)

う
に
な
っ
た
。
だ
が
そ
の
全
体
像
は
い
ま
だ
十
分
解
明

さ
れ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
以
下
、
本
史
料
集
成
を
も

と
に
'
諸
国
押
領
使
・
追
捕
使
に
関
す
る
基
礎
的
な
事

柄
の
検
討
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
史
料
集
成
の
解

説
に
か
え
た
い
と
思
う
。
本
稿
と
密
接
に
関
連
す
る
旧

稿
も
あ
わ
せ
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

史
料
の
残
存
状
態
　
諸
国
押
領
便
・
追
捕
使
が
い
か

な
る
史
料
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
る
か
を

示
し
た
の
が
表
-
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
史
料
の
状
態
は
、

研
究
の
視
点
と
方
法
を
制
約
す
る
と
と
も
に
、
分
析
結

果
が
1
般
的
妥
当
性
を
有
す
る
か
否
か
を
検
証
す
る
決

め
手
と
も
な
る
。
押
領
使
・
追
捕
健
が
登
場
す
る
史
料

表1.諸国押領使・追捕便史料の分輝

補 任 追 捕 勘 札 犯 人 . 証 人 そ の 他

記 録
13 ,15 , 18 ,2 4 , 6 ,10 ,1 8 ,(20 ) , l l , 12 1 ,1 9 ,3 6 ,46 ,

5 1 ,57 ,5 8 (2 9 ) ,3 2 4 9

2 3 ,2 6 ,3 5 ,4 3 7

5 4 ,6 0
文 書

3 1 ,4 4 2 ,4 ,5 ,4 4 ,

5 5 ,6 3

8 ,5 5

法 令 集
22 ,2 7 ,34 ,37 , 40

41 ,(48 ) ,53 ,5 6

故 実 書
3 ,2 5 , (3 0 ) ,6 4

6 5 ,6 6 ,6 7

説 話

戦 記 物

38 ,4 2 ,4 5 ,4 7 ,5 0 ,59

系 図
9 ,14 ,1 6 ,2 1 ,2 8 ,3 3 ,36 ,3 8 ,3 9 ,6 2

そ の 他
4 ,7 ,17 ,5 2 , (6 1 )

備考(1)番号は、史料集成の史料番号である。

(2)2つの項目に該当する事例は、両方の項に記している。

(3) ( )は既出の史料と同じ史料だが、史料集成では独立項目としているもの0
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は
う
記
録
・
文
書
・
法
令
集
(
文
例
集
)
・
故
実
書
・
説
話
戦
記
物
・
系
図
・
そ
の
他
に
分
撰
で
き
る
o

記
録
に
は
、
記
主
た
る
貴
族
が
公
私
両
面
(
主
と
し
て
担
当
政
務
)
に
お
い
て
関
心
を
持
ち
,
日
記
に
記
録
す
る
に
価
す
る
と
判
断
し

た
事
柄
し
か
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
押
頒
使
・
追
捕
使
の
地
方
で
の
具
体
的
活
動
は
,
一
般
に
情
報
と
し
て
彼
ら
の
耳
に
届
-
こ
と
は

ま
れ
で
あ
り
、
太
政
官
に
言
上
さ
れ
罪
名
勘
文
・
罪
名
定
等
の
資
料
と
な
る
国
解
や
副
進
文
書
に
た
と
え
押
領
使
追
捕
使
の
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
て
も
(
-
は
そ
の
貴
重
な
例
)
、
そ
の
こ
と
自
体
は
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
は
と
る
に
た
ら
な
い
こ
と
が
多
い
だ
ろ
ラ
(
『
御
堂
関

白
記
』
・
『
小
右
記
』
・
『
権
記
』
は
と
も
に
長
保
元
年
八
月
の
記
事
を
ふ
-
む
が
,
-
に
か
か
わ
る
≡
日
の
国
解
、
二
二
日
の
追
捕

官
符
、
二
七
日
の
国
解
に
つ
い
て
何
ら
記
す
と
こ
ろ
が
な
い
)
。
押
額
使
・
追
捕
俵
の
こ
と
が
記
録
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
,
0
そ
の
補
任

手
続
(
諸
国
雑
事
定
や
官
符
発
給
)
に
記
主
が
か
か
わ
り
を
も
ち
,
そ
の
手
続
を
記
録
に
と
ど
め
た
場
合
-
蝣
-
-
-
-
C
M
　
引
)
,

臼
中
央
貴
族
や
国
司
を
当
事
者
と
す
る
検
断
事
件
で
召
換
さ
れ
た
嫌
疑
老
・
証
人
が
た
ま
た
た
ま
押
頒
使
・
追
描
使
で
,
日
記
の
記
主
が

そ
の
審
理
に
関
与
し
て
い
た
場
合
(
=
・
=
)
,
日
記
主
が
あ
る
検
断
事
件
に
特
に
強
い
関
心
を
も
ち
,
詳
細
に
見
聞
を
記
録
し
た
な
か

に
'
本
来
の
追
捕
活
動
を
お
こ
な
う
押
額
使
・
追
捕
使
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
(
-
・
川
)
,
四
記
主
が
地
方
へ
下
向
し
た
さ
い
、
接
待
・

宿
の
提
供
を
う
け
た
場
合
(
-
　
,
な
ど
に
限
定
さ
れ
る
o
そ
れ
で
も
記
録
に
あ
ら
わ
れ
る
諸
国
押
債
使
・
追
捕
使
は
、
l
五

ヶ
国
l
九
例
に
及
ん
で
お
り
、
そ
の
全
国
的
・
l
般
的
存
在
を
示
し
て
い
る
.

文
書
は
、
権
門
寺
社
の
荘
園
領
有
を
根
拠
づ
け
る
公
験
文
書
と
し
て
今
日
伝
来
し
て
い
る
の
が
這
的
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
性
格
の

荘
園
文
書
蒜
頒
使
・
追
捕
使
が
追
描
活
動
の
主
体
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
。
押
領
使
・
追
捕
便
の
追
捕
活
動
に
か

か
わ
っ
て
国
衝
が
作
成
す
る
文
書
群
(
-
の
国
解
と
そ
れ
に
副
進
す
る
調
度
文
書
)
は
、
本
来
、
当
該
検
断
手
続
が
終
了
す
れ
ば
、
時
を

経
ず
に
廃
棄
さ
れ
る
性
質
の
文
書
で
あ
り
、
文
書
固
有
の
機
能
と
効
力
に
よ
っ
て
伝
存
す
る
こ
と
は
な
い
。
残
る
と
す
れ
ば
た
ま
た
ま
紙

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

背
文
書
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
場
合
に
ほ
と
ん
ど
限
ら
れ
る
。
三
条
家
本
北
山
抄
紙
背
文
書
・
九
条
家
本
延
喜
式
紙
背
文
書
に
計
五
通
押
頒

使
追
捕
便
が
登
場
す
る
文
書
が
あ
る
。
前
者
は
,
藤
原
公
任
が
検
非
違
使
別
当
時
代
(
長
徳
二
年
～
長
保
三
年
)
の
検
非
違
使
庁
関
係
文



諸国押領使・追捕使史料集成(下向井)

書
の
反
古
な
ど
を
北
山
抄
巻
十
吏
途
指
南
の
草
稿
の
料
紙
に
使
っ
た
も
の
で
あ
り
、
検
断
手
続
に
関
係
し
て
、
別
当
宣
案
(
-
・
」
)
、

ヽ
ヽ
犯
人
捕
進
国
解
正
文
(
-
)
に
追
捕
使
が
登
場
す
る
。
後
者
で
は
、
別
当
宣
の
詩
文
を
追
捕
使
が
提
出
し
て
い
る
(
S
)
こ
の
よ
う
に

紙
背
文
書
と
し
て
偶
然
伝
存
し
た
検
非
違
使
庁
の
検
断
関
係
文
書
に
押
領
便
・
追
捕
使
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
登
場
し
て

い
る
こ
と
は
、
押
領
使
・
追
捕
使
が
地
方
諸
国
の
追
捕
検
断
手
続
に
お
い
て
中
軸
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
う
に
十
分
で

あ
る
。
紙
背
文
書
と
し
て
偶
然
残
っ
た
わ
ず
か
の
文
書
に
み
え
る
検
断
手
続
(
と
-
醍
-
は
'
郡
解
1
国
解
1
追
捕
官
符
1
国
解
1
使
庁

の
罪
名
勘
文
-
-
関
係
文
書
の
廃
棄
=
北
山
抄
稿
本
の
料
紙
-
今
日
に
伝
存
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
示
し
て
お
り
、
国
衝
内
部
の
検
断
手

続
、
太
政
官
・
使
庁
と
地
方
国
衝
の
検
断
手
続
上
の
関
係
の
全
体
像
を
示
す
稀
有
な
史
料
で
あ
る
)
は
'
記
録
な
ど
に
み
ら
れ
る
検
断
上

の
原
大
~
な
断
片
的
事
例
(
ち
な
み
に
追
捕
官
符
(
宣
旨
)
の
例
は
二
〇
余
例
に
達
す
る
)
と
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
1
般
化

す
る
こ
と
が
で
き
る
(
後
述
)
0

押
頒
使
・
追
捕
使
が
文
書
に
あ
ら
わ
れ
る
も
う
l
つ
の
場
合
は
、
署
判
部
分
で
あ
る
。
郡
判
に
み
え
る
追
捕
使
の
l
例
¥
i
r
>
)
を
除
き
、

他
は
一
一
世
紀
中
葉
に
出
現
す
る
国
司
庁
宜
に
単
著
す
る
国
守
(
大
介
)
の
兼
官
と
し
て
登
場
す
る
(
c
o
m
t
o
-
i
n
.
r
。
¥
。
東
国
に
集

中
的
に
み
え
る
こ
と
は
(
43
の
石
見
は
別
)
、
東
国
国
守
の
押
領
使
兼
帯
の
慣
行
に
合
致
す
る
。
公
式
様
の
国
司
文
書
(
国
符
・
国
解
・

国
牒
)
の
署
判
の
官
途
書
に
'
押
頒
使
が
記
さ
れ
る
例
は
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
兼
帯
の
事
実
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
-
、

記
す
べ
き
性
格
の
職
で
は
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

法
令
集
(
『
朝
野
群
載
』
・
『
煩
衆
符
宣
抄
』
)
に
は
、
国
司
か
ら
の
押
領
使
・
追
捕
使
の
補
任
・
解
任
申
請
/
c
M
f
-
*
t
」
>
¥

V
.
c
m
c
o
i
r
w
へ
そ
れ

を
う
け
た
太
政
官
符
(
'
p
-
.
-
-
=
1
-
-
i
-
,
。
。
¥
の
文
書
例
か
あ
り
へ
補
任
手
続
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、
申
請
国
解
に
記
載
さ
れ
た
申

請
理
由
は
'
押
領
使
・
追
捕
便
の
設
置
日
的
と
そ
の
背
景
、
任
務
・
権
限
を
推
察
す
る
手
が
か
り
と
な
る
。
ま
た
故
実
書
(
『
西
宮
記
』
・

『
北
山
抄
』
な
ど
)
に
は
、
官
符
宣
旨
発
給
手
続
の
内
容
別
分
頬
へ
諸
司
諸
国
か
ら
の
申
請
事
項
の
決
裁
方
式
の
分
猿
の
中
に
、
押
頒
使

追
捕
使
補
任
規
定
が
み
え
る
が
>
蝣
t
o
/
、
権
限
や
職
務
執
行
手
続
に
関
す
る
規
定
は
全
-
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
押
頒
使
・
追
捕
便



32諸国押頒使・追捕使史料集成(下向井)

の
設
置
が
、
既
存
の
検
断
手
続
(
捕
亡
令
の
諸
規
定
を
中
心
と
す
る
)
に
基
本
的
変
更
を
加
え
る
も
の
で
は
な
く
へ
既
存
の
手
続
の
な
か

で
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
実
力
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
。

平
安
時
代
以
来
の
地
方
武
勇
輩
の
系
図
に
は
、
押
領
使
や
追
捕
使
の
肩
書
を
も
つ
人
物
が
多
い
.
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
第
一
次
史
料
に
裏

付
け
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
が
'
個
々
の
系
図
の
記
載
を
史
料
的
検
討
を
す
る
こ
と
な
-
否
定
し
さ
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
信
頼
度
の

高
い
良
質
の
系
図
も
意
外
に
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
(
た
と
え
ば
ー
・
柑
)
。
い
ず
れ
に
せ
よ
鎌
倉
幕
府
成
立
以
前
に
お
い
て
、
そ
の

国
を
代
表
す
る
武
勇
輩
の
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
肩
書
と
し
て
'
押
領
使
・
追
捕
使
の
地
位
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

補
任
形
式
押
領
使
・
追
捕
候
の
国
家
法
上
の
規
定
は
補
任
の
し
か
た
だ
け
で
あ
る
が
'
こ
の
点
が
'
他
の
頬
似
の
諸
機
関
と
明
確
に

区
別
さ
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
-
ォ
*
蝣
t
o

c
o
c
o
の
規
定
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
押
領
使
・
追
捕
使
と
も
に
国
司
が
国
内
の
代
表
的
武
勇
輩
を
「
国
解
」

で
申
請
し
'
「
官
符
」
で
補
任
が
認
め
れ
る
。
こ
の
申
請
・
認
可
は
、
大
中
納
言
に
よ
る
上
宣
事
項
と
し
て
決
裁
さ
れ
た
が
¥
U
3
)
、
畿

内
諸
国
及
び
近
江
国
追
捕
便
は
奉
勅
宣
旨
で
補
任
さ
れ
た
I
t
o
c
o
;
ま
た
坂
東
諸
国
で
は
国
守
(
親
王
任
国
で
は
介
)
が
押
頚
使
兼

帯
を
申
請
裁
許
さ
れ
る
慣
行
が
早
-
も
一
〇
世
紀
中
葉
か
ら
存
在
し
た
>
.
-
*
C
M
*
C
M
)
押
領
使
・
追
捕
使
は
「
官
符
之
使
」
(
サ
)

な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
'
「
郡
司
書
生
」
の
「
伝
言
」
に
よ
っ
て
「
国
宣
」
で
選
任
さ
れ
「
税
所
判
官
代
」
か
ら
通
知
を
う
け
る
運
上

(
4
)

物
押
領
使
と
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
(
『
高
山
寺
本
古
往
来
』
)
。
運
上
物
押
領
使
は
綱
債
の
別
称
で
あ
る
。
ま
た
、
押
領
使
・
追
捕
使
が

「
使
」
を
称
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
検
田
使
・
収
納
使
な
ど
の
国
使
と
同
性
格
の
機
関
と
誤
解
す
る
危
険
性
も
あ
る
が
'
国
使
は
国
衛
行
政

を
機
能
別
に
遂
行
す
る
た
め
に
国
守
に
よ
っ
て
機
会
あ
る
ご
と
に
在
地
郡
に
派
遣
さ
れ
る
使
者
で
あ
り
、
国
守
郎
等
や
在
庁
宮
人
(
雑
色

人
)
が
そ
の
つ
ど
臨
時
に
任
命
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
官
符
之
使
」
た
る
押
領
使
・
追
捕
使
は
、
か
か
る
国
使
と
は
全
く
性
格
を
異
に

す
る
。
検
断
関
係
の
国
使
(
事
発
所
の
現
場
検
証
・
事
情
聴
取
な
ど
を
行
う
)
は
、
押
領
使
・
追
捕
使
と
は
別
箇
に
存
在
し
う
る
の
で
あ

ヽ
ヽ
り
、
検
断
事
件
が
発
生
報
告
さ
れ
た
ら
た
だ
ち
に
派
遣
さ
れ
た
(
2
の
「
国
使
井
在
地
郡
司
刀
祢
立
日
記
」
は
そ
の
例
)
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
官
符
」
で
補
任
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
'
太
政
官
直
属
機
関
で
も
、
国
司
行
政
権
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か
ら
独
立
し
た
軍
事
警
察
機
関
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
太
政
官
は
国
司
の
人
選
に
異
議
を
は
さ
む
こ
と
は
な
-
国
司
の
推
挙

は
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
た
(
こ
の
点
、
C
M
*
C
O
*
^
-
I
O
の
申
請
文
言
)
。
そ
れ
で
は
、
「
官
符
之
便
」
で
あ
る
こ
と
の
積
極
的
意
義
は

ど
こ
に
あ
る
の
か
。
4
 
-
の
「
自
非
官
符
之
使
、
何
乱
執
悪
之
徒
」
、
2
2
の
「
非
施
公
威
、
何
粛
国
土
」
　
の
文
言
が
示
唆
的
で
あ
る
。
軍
事

的
簾
圧
を
要
す
る
検
断
事
件
が
発
生
す
る
た
び
に
、
国
守
の
判
断
で
追
捕
責
任
者
を
指
命
す
る
の
で
は
な
-
(
令
制
本
来
の
規
定
で
は
そ

う
な
る
)
、
「
官
符
」
　
に
よ
っ
て
押
簡
便
・
追
捕
使
に
補
任
さ
れ
た
特
定
の
有
力
武
勇
輩
に
犯
人
集
団
の
追
捕
=
軍
事
的
鎮
圧
を
委
ね
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
衛
追
捕
権
(
追
捕
権
一
般
で
は
な
く
　
「
凶
党
」
追
捕
権
)
の
集
中
・
請
負
を
意
味
す
る
。
か
か
る
押
簡
便
・

追
捕
優
に
よ
る
国
衝
「
凶
党
」
追
捕
権
の
公
的
請
負
は
'
一
面
で
補
任
さ
れ
た
武
勇
輩
の
職
務
遂
行
へ
の
責
任
意
識
と
意
欲
を
高
め
る
こ

と
に
な
ろ
う
(
2
 
7
の
「
忠
廉
之
情
、
方
寸
不
摸
」
へ
3
 
4
の
「
勤
公
」
へ
4
 
1
の
「
勤
公
在
心
」
　
の
文
言
)
。
追
捕
権
の
請
負
に
は
'
当
然
へ

国
司
の
期
待
に
そ
っ
た
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
(
3
4
の
「
凶
賊
暫
以
列
跡
へ
部
内
白
以
粛
清
」
)
へ
そ
の
「
才
幹
」
が
な

け
れ
ば
解
任
・
交
替
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
(
国
司
は
太
政
官
に
申
請
す
れ
ば
よ
い
。
2
 
7
の
「
齢
己
老
、
身
非
武
芸
」
、
3
 
7
の
「
所
部
不
静
」

を
理
由
と
す
る
解
任
)
。
追
捕
活
動
に
は
当
然
収
益
・
役
得
が
と
も
な
-
。
犯
人
集
団
の
私
財
や
私
額
は
、
過
料
な
ど
の
名
目
で
収
公
さ

れ
、
そ
の
一
部
は
押
領
使
・
追
捕
候
と
配
下
の
武
勇
輩
に
「
勲
功
賞
」
と
し
て
分
与
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
.
3
 
7
の
「
寄
事
有
犯
、
脅
略

人
民
」
、
-
の
「
此
次
芦
被
取
た
る
物
等
、
・
・
・
」
の
例
は
、
追
捕
権
を
逸
脱
し
た
濫
行
で
あ
る
が
、
か
か
る
追
捕
に
事
寄
せ
た
略
奪
も
重
要

な
役
得
で
あ
ろ
-
。
か
か
る
「
勲
功
賞
」
・
略
奪
が
押
頒
使
・
追
捕
使
の
「
勤
公
」
　
の
条
件
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

押
領
使
・
追
捕
使
の
分
布
状
態
　
押
頒
使
と
追
捕
使
は
、
補
任
形
式
も
任
務
権
限
(
後
述
す
る
「
凶
党
」
追
捕
)
も
基
本
的
に
同
じ
で

あ
り
一
国
に
同
時
に
両
者
が
併
存
す
る
こ
と
は
な
-
'
押
頒
使
ま
た
は
追
捕
候
が
l
員
だ
け
補
任
さ
れ
て
い
た
O
こ
れ
に
矛
盾
す
る
か
に

み
え
る
の
が
、
3
 
7
と
-
で
あ
る
。
3
 
7
は
押
領
使
・
追
捕
使
の
併
存
、
-
は
複
数
追
捕
使
が
想
定
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
在
京
雑
掌
が

押
領
便
・
追
捕
使
随
兵
士
卒
の
濫
行
を
指
弾
し
へ
そ
の
廃
止
を
要
請
す
る
前
者
の
例
は
、
押
領
便
・
追
捕
使
を
具
体
的
に
特
定
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
押
領
使
と
か
追
捕
候
と
か
い
う
職
を
越
前
で
は
停
止
し
た
い
、
と
い
う
意
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
-
の
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複
数
追
捕
便
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
他
に
例
を
み
な
い
こ
と

か
ら
、
追
捕
債
の
称
は
播
美
相
奉
に
だ
け
か
か
り
'
息
長
信
忠

に
は
か
か
ら
な
い
と
解
し
た
い
。
別
当
童
が
'
押
簡
便
で
も
追

捕
使
で
も
な
い
人
物
に
追
捕
を
指
令
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
こ

と
で
あ
る
。
例
外
的
な
二
つ
の
例
を
右
の
よ
う
に
理
解
で
き
る

な
ら
、
一
国
に
押
頒
使
か
追
捕
俵
が
l
員
置
か
れ
て
い
た
こ
と

を
基
本
原
則
と
し
て
認
め
て
よ
い
。

さ
て
'
表
-
に
よ
っ
て
押
頒
候
と
追
捕
便
の
地
域
的
分
布
・

配
置
状
況
を
み
る
と
'
押
頒
使
は
東
海
(
伊
賀
を
除
-
)
・
東

山
(
近
江
を
除
-
)
・
山
陰
・
西
海
の
諸
道
に
集
中
的
に
み
ら

(
5
)

れ
、
追
捕
使
は
畿
内
近
国
(
近
江
・
伊
賀
)
に
集
中
し
て
い
る
。

こ
の
追
捕
使
の
分
布
は
'
*
ォ
J
-
t
o

t
o
t
o
の
規
定
に
合
致
す
る
。
北
陸
・

山
陽
・
南
海
の
諸
道
は
道
と
し
て
の
1
定
の
傾
向
を
見
出
せ
る

ほ
ど
の
事
例
数
は
な
い
が
へ
追
捕
使
設
置
国
と
押
簡
便
設
置
国

が
混
在
し
(
た
と
え
ば
紀
伊
は
追
捕
便
、
長
門
は
押
領
使
)
、

時
代
に
よ
り
一
方
か
ら
他
方
に
転
換
し
た
国
も
あ
っ
た
(
た
と

え
ば
美
作
)
0

と
こ
ろ
で
へ
押
領
使
と
追
捕
使
の
地
域
的
分
布
状
況
は
'
検

断
手
続
や
国
衝
軍
制
の
質
に
か
か
わ
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

表2.押頒便と追捕使の地域分布

押 領 使 追 捕 使

畿 内
摂津(8 ) 山城(1,2)大和(3,4,5,6 ,7)

摂津(9)

東 海
伊勢(12)三河(13)遠江(15)
等露綱 要鋸 鐙 漬莞!芸If

伊賀(10,ll)三埋立㊤

東 山
近江(28)上野(29 ,30,31) 近江(27,壁)

下野(32,33)陸奥(34,35,36)

北 陸
出羽(36)越前(37,壁) 越前(37,壁)

山 陰
是政遡 伯者(40)出雲(41,壁)

石見(43,44

山 陽
播磨(壁,46)美作(48 ,些) 壇匿迎 美作(49)

長門(52 備後(51)

南 海
淡路 56) 紀伊(53,54,55)

伊予 57

西 海
筑後(58)豊後遡 肥前(60)

肥後(61)去匝必

備考(1) ( )内の数字は史料集成の史料番号
(2)下線を付したものは、系図・説話などの第2次史料
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国
守
が
押
領
使
を
兼
帯
す
る
慣
行
を
も
つ
坂
東
諸
国
で
も
、
実
際
に
追
捕
活
動
を
行
う
の
は
、
多
-
の
場
合
国
守
が
私
的
に
任
じ
た
代
官

ヽ

　

ヽ

的
存
在
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
国
衛
軍
制
の
質
を
規
定
し
た
の
は
、
押
頒
使
と
か
追
捕
使
と
か
の
名
称
に
あ
る
の
で
は
な
-
へ
そ
の
制
度
的

枠
範
を
通
し
て
一
国
棟
梁
的
武
勇
輩
が
成
長
し
う
る
条
件
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
存
在
し
た
か
否
か
に
あ
っ
た
O

だ
が
、
押
領
使
地
域
と
追
捕
使
地
域
に
か
な
り
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
歴
史
的
意
味
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
'
国
衛
軍
制
の
前
提
、
成
立

事
情
の
l
端
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
押
頒
使
の
名
称
自
体
は
'
律
令
制
下
l
国
単
位
に
動
員
し
た
兵
士
集
団
を

結
集
地
ま
で
統
率
す
る
国
司
の
称
で
あ
っ
た
(
軍
行
押
領
使
)
。
東
海
東
山
両
道
(
と
-
に
坂
東
諸
国
)
　
は
、
八
・
九
世
紀
へ
蝦
夷
征
討

の
軍
事
基
盤
と
な
り
、
大
規
模
征
討
軍
編
成
に
お
い
て
'
あ
る
い
は
奥
羽
両
国
の
要
請
に
よ
る
緊
急
支
援
軍
派
遣
に
お
い
て
'
国
司
の
一

員
が
「
軍
行
押
領
使
」
と
な
っ
て
国
軍
を
統
率
し
た
伝
統
を
も
つ
。
ま
た
へ
西
海
・
山
陰
(
さ
ら
に
北
陸
)
　
の
諸
道
は
、
八
世
紀
の
対
新

羅
軍
事
緊
張
の
さ
い
、
再
三
に
わ
た
り
「
警
固
式
」
を
頒
下
し
て
臨
戦
態
勢
を
と
ら
せ
、
九
世
紀
後
半
に
も
新
羅
海
賊
に
備
え
て
「
警
固
」

(
6
)

官
符
(
勅
符
)
が
下
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
場
合
も
国
司
の
一
員
が
「
警
固
」
を
専
当
(
勾
当
)
す
る
こ
と
に
な
る
。
私
は
別
稿
で
か
か

る
方
式
を
承
平
・
天
慶
期
に
海
賊
追
捕
の
た
め
に
置
か
れ
た
西
国
の
警
固
使
の
源
流
と
考
え
た
。
こ
の
考
え
に
誤
り
な
い
と
思
う
が
、
天

慶
以
後
警
固
使
の
称
は
定
着
せ
ず
、
押
領
使
・
追
捕
使
が
配
置
さ
れ
て
い
-
。
対
新
羅
問
題
で
国
司
に
よ
る
軍
事
指
揮
の
経
験
を
も
つ
西

海
・
山
陰
(
北
陸
)
等
の
諸
道
で
押
簡
便
の
称
が
採
用
さ
れ
「
国
例
」
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
八
・
九
世
紀

の
蝦
夷
問
題
・
対
新
羅
問
題
に
お
い
て
、
ま
っ
た
-
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
、
軍
事
動
員
・
緊
急
配
備
の
経
験
を
も
た
な
い
畿
内
近
国
と

山
陽
・
南
海
道
の
一
部
諸
国
で
は
、
他
地
域
の
押
領
使
に
相
当
す
る
職
と
し
て
追
捕
使
が
定
着
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
。
か
-
み
れ
ば
、

一
〇
世
紀
以
降
の
押
債
使
地
域
と
追
捕
使
地
域
の
分
布
は
、
九
世
紀
ま
で
の
主
と
し
て
対
外
的
軍
事
緊
張
と
軍
事
動
員
の
経
験
の
有
無
に

(
7
)

淵
源
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。
旧
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
諸
国
押
領
使
は
'
九
世
紀
末
～
一
〇
世
紀
初
頭
の
東
国
乱
の
と
き
坂
東
諸
国
に

設
置
さ
れ
、
将
門
の
乱
を
経
て
、
天
慶
年
中
に
恒
常
的
制
度
と
し
て
定
着
し
'
一
方
、
諸
国
追
捕
使
は
、
天
慶
末
～
天
暦
初
年
に
畿
内
近

国
国
司
の
共
同
申
請
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
配
置
さ
れ
、
以
後
恒
常
的
制
度
と
な
っ
て
い
っ
た
(
2
7
の
「
前
々
国
宰
」
　
の
と
き
は
じ
め
て
公
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家
に
申
請
し
た
と
い
う
文
言
か
ら
推
定
)
0

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

1

1

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

任
務
・
権
限
　
押
債
便
の
任
務
・
権
限
を
示
唆
す
る
文
言
は
、
2
2
の
「
有
凶
党
之
輩
、
且
以
追
捕
、
且
以
言
上
」
、
3
1
の
「
描
乱
凶
賊
」
、

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

3
4
の
「
令
行
追
捕
事
、
凶
賊
暫
以
列
跡
」
、
4
 
1
の
「
令
追
捕
部
内
軒
盗
輩
」
　
「
乱
描
凶
頬
之
道
、
尤
在
此
使
」
　
「
令
断
凶
悪
之
輩
」
、
追

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

捕
候
の
場
合
、
2
 
7
の
「
令
追
捕
部
内
凶
党
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
押
領
便
・
追
捕
使
の
国
解
・
補
任
官
符
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に

み
え
る
遠
党
」
・
「
凶
賊
」
の
文
言
に
注
月
す
る
と
へ
押
領
使
・
追
捕
使
の
任
務
・
権
限
は
、
罪
人
追
捕
l
般
で
は
な
く
、
通
常
の
犯

罪
は
区
別
さ
れ
た
「
凶
党
」
・
「
凶
賊
」
追
捕
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
具
体
例
を
み
る
と
、
-
は
「
不
善
之
輩
」
を
「
語
催
」
し
「
殺
善
」
を
謀
議
し
た
放
火
嫌
疑
者
の
掃
進
を
別
当
宣
で
追
捕
使
に

命
じ
た
も
の
。
4
は
東
大
寺
千
手
院
銀
仏
の
盗
人
を
追
捕
し
盗
品
を
返
納
(
東
大
寺
の
愁
訴
を
う
け
た
別
当
宣
下
知
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
)
0

5
は
、
国
使
を
殺
害
・
強
盗
し
た
「
凶
党
数
十
人
」
を
、
「
追
捕
官
符
」
を
う
け
た
国
司
の
指
令
に
よ
り
追
捕
。
-
は
,
摂
政
頼
通
春
日

参
詣
に
お
け
る
佐
保
殿
装
束
奉
仕
を
め
ぐ
る
家
司
と
興
福
寺
法
師
の
闘
乱
事
件
で
、
家
司
を
「
罵
辱
」
　
「
濫
吹
」
し
た
下
手
人
の
引
渡
し

を
寺
家
に
要
求
(
摂
関
家
の
直
接
の
依
頼
か
別
当
宣
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
)
。
1
 
1
は
、
東
大
寺
に
逃
げ
込
ん
だ
「
犯
人
」
を
,
別
当
宜
に

ょ
る
と
称
し
て
乱
入
し
殺
害
斬
首
。
1
 
0
は
、
金
峯
山
に
参
詣
し
た
帰
り
の
貴
族
を
「
刃
傷
」
　
(
殺
害
未
遂
)
し
た
犯
人
を
「
捕
得
」
し
検

非
違
使
に
引
き
渡
た
す
(
お
そ
ら
-
別
当
宣
に
よ
る
追
楯
と
考
え
ら
れ
る
)
O
相
は
「
追
捕
官
符
」
に
も
と
づ
く
「
群
盗
」
　
(
将
門
勢
力
)

の
追
捕
。
4
4
は
や
や
性
格
を
異
に
す
る
が
、
平
家
追
討
使
鎌
倉
殿
御
代
官
の
下
知
に
よ
り
、
国
内
御
家
人
を
催
し
て
「
出
雲
国
謀
叛
輩
」

を
追
捕
。
以
上
、
記
録
・
文
書
に
み
え
る
わ
ず
か
の
事
例
か
ら
指
摘
で
き
る
の
は
、
押
領
使
・
追
捕
使
が
'
将
門
の
乱
な
ど
の
「
謀
反
」
、

中
央
官
人
・
院
官
王
家
人
・
国
使
ら
を
被
害
者
と
す
る
「
殺
害
」
・
「
刃
傷
」
　
(
殺
害
未
遂
)
へ
国
家
的
儀
礼
に
対
す
る
暴
力
的
対
韓
、

な
ど
に
、
「
別
当
宣
」
や
「
追
捕
官
符
」
を
う
け
て
出
動
し
、
「
追
捕
」
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
例
の
中
に
、
別
当
宣

に
も
と
づ
-
活
動
が
日
に
つ
-
の
は
、
残
存
史
料
が
使
庁
関
係
文
書
・
記
録
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
畿
内
近
国
で
は
,
国
衛

を
通
さ
ず
被
害
者
か
ら
直
接
使
庁
に
訴
え
て
き
た
場
合
、
別
当
宜
で
直
接
追
捕
優
に
「
捕
進
」
を
命
じ
る
方
式
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
(
刺
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当
童
が
追
捕
便
に
下
さ
れ
る
場
合
、
国
衛
に
も
宣
旨
な
ど
で
連
絡
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
　
　
c
m
・
<
^
-
・
r
-
.
は
そ
の
例
で
あ
り
、
6
 
3
に

み
え
る
「
追
捕
使
則
高
話
文
」
は
'
別
当
宜
を
受
理
し
指
令
ど
お
り
任
務
を
勤
仕
す
る
こ
と
を
約
し
た
受
領
報
告
書
で
あ
ろ
う
(
し
た
が
っ

て
追
捕
使
則
高
は
畿
内
近
国
の
追
捕
使
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
)
。
だ
が
、
国
解
に
よ
っ
て
「
謀
反
(
叛
)
」
、
「
殺
害
」
な
ど

の
事
件
発
生
(
事
発
)
が
言
上
さ
れ
た
場
合
は
'
畿
内
近
国
で
あ
っ
て
も
「
追
捕
官
符
」
が
発
給
さ
れ
へ
犯
人
追
捕
が
命
じ
ら
れ
る
。
5
・

1
 
8
は
、
こ
の
手
続
に
よ
っ
て
押
領
使
・
追
捕
倭
が
出
動
し
て
い
る
例
が
あ
り
、
と
り
わ
ゅ
-
の
検
断
手
続
の
プ
ロ
セ
ス
は
畿
内
近
国
に
限

ら
ず
全
国
的
に
妥
当
す
る
基
本
的
・
典
型
的
な
「
凶
党
」
鎮
圧
手
続
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

九
1
7
二
世
紀
に
地
方
国
衛
に
発
給
さ
れ
た
「
追
捕
官
符
(
宣
旨
)
」
の
事
例
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
二
〇
余
例
に
達
し
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
な
か
で
国
衝
内
部
で
い
か
に
武
力
が
編
成
さ
れ
へ
　
い
か
な
る
検
断
手
続
で
鎮
圧
さ
れ
た
か
を
語
る
も
の
は
少
な
い
。
だ
が
そ
れ

ら
を
通
観
し
て
み
る
と
「
追
捕
官
符
」
　
の
通
用
を
う
け
る
犯
罪
は
、
「
謀
反
(
叛
)
」
、
「
殺
害
」
　
(
未
遂
-
「
刃
傷
」
も
含
む
)
が
多

く
、
鎮
圧
さ
れ
る
対
象
は
政
府
か
ら
「
凶
賊
」
　
「
凶
党
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
が
多
い
.
-
は
、
「
凶
党
数
十
人
」
に
よ
る
国
使
殺
害
事
件

の
発
生
(
事
発
)
か
ら
「
国
解
」
に
も
と
づ
-
「
追
捕
官
符
」
の
受
給
、
国
守
の
指
揮
の
も
と
で
追
捕
便
と
在
庁
官
人
(
主
と
し
て
検
非

違
所
の
官
人
だ
ろ
う
)
に
よ
る
「
追
捕
」
と
「
勘
乱
」
　
(
現
場
検
証
、
犯
人
・
証
人
の
尋
問
、
載
査
記
録
・
上
進
文
書
の
作
成
。
検
非
違

所
官
人
が
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
)
、
捕
得
犯
人
と
国
解
の
進
上
'
と
い
う
検
断
の
全
プ
ロ
セ
ス
を
具
体
的
に
示
す
唯
一
の
史
料
で
あ
り
、

そ
の
正
文
の
反
古
を
使
別
当
藤
原
公
人
が
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
太
政
官
か
ら
こ
の
国
解
は
副
進
文
書
と
と
も
に
使
庁
に

ま
わ
さ
れ
、
道
官
人
に
よ
る
罪
名
勘
文
作
成
の
基
本
資
料
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
追
捕
官
符
」
に
つ
い
て
、
時
代
は
や
や
下
る
が
『
玉
葉
』
に
重
要
な
二
つ
の
記
事
が
あ
る
(
「
追
討
宣
旨
」
だ
が
基
本

ヽ

　

ヽ

的
に
は
同
性
格
)
。
一
つ
は
'
「
可
追
討
某
国
住
人
凶
賎
業
」
　
の
文
言
を
載
せ
る
の
が
「
追
討
宣
旨
」
　
の
例
で
あ
る
と
い
う
治
承
三
年
七

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

月
廿
七
日
条
、
一
つ
は
、
「
被
下
追
討
宣
旨
事
老
'
罪
犯
八
虐
、
為
敵
於
国
家
之
者
、
蒙
此
宣
旨
老
也
」
と
い
う
文
治
元
年
十
月
十
七
日

条
、
で
あ
る
。
内
乱
期
の
事
例
で
あ
る
と
は
い
え
、
一
般
的
法
理
・
先
例
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
追
捕
官
符
」
　
の
適
用
対
象
に
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擬
せ
ら
れ
る
の
が
、
い
か
な
る
犯
罪
・
勢
力
で
あ
っ
た
か
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
へ
　
「
追
捕
官
符
」
は
「
八
虐
」
に
相
当

し
「
国
家
」
に
敵
対
す
る
犯
罪
に
対
し
て
適
用
さ
れ
(
八
虐
だ
け
で
な
-
、
八
虐
を
含
め
赦
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
た
「
重
犯
」
)
,

「
追
捕
官
符
」
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
る
べ
き
勢
力
は
「
凶
賊
」
と
国
家
か
ら
呼
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
.

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

こ
こ
で
、
押
債
使
・
追
捕
使
の
権
限
を
示
す
「
有
凶
党
之
輩
、
且
以
追
捕
、
且
以
言
上
」
　
「
捕
乱
凶
賊
」
の
文
言
に
み
ご
と
に
一
致
し

て
い
る
こ
と
に
気
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
押
領
使
・
追
捕
候
の
追
描
権
は
、
「
追
捕
官
符
」
に
も
と
づ
-
国
衝
の
「
凶
賊
」
・
「
凶
党
」

(
反
権
力
武
装
蜂
起
)
追
姑
と
い
う
か
な
り
明
確
に
限
定
さ
れ
た
権
限
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
追
捕
官
符
」
に
も
と
づ
く
国
衛
の
検
断

プ
。
セ
ス
の
う
ち
、
「
追
捕
」
機
能
を
国
司
の
指
揮
下
で
担
当
す
る
の
が
押
領
使
・
追
捕
使
で
あ
り
へ
捜
査
・
尋
問
や
そ
の
調
書
作
成

(
勘
乱
日
記
)
な
ど
の
「
勘
乱
」
機
能
を
担
当
す
る
の
は
、
検
非
違
所
在
庁
官
人
で
あ
っ
た
(
国
使
と
し
て
現
地
で
捜
査
し
,
国
衛
内
の

曹
司
で
捜
査
記
録
・
太
政
官
進
上
書
類
を
作
成
し
た
と
思
わ
れ
る
)
o
以
上
'
押
頒
便
・
追
捕
使
は
、
国
衛
の
検
断
権
全
体
を
掌
握
し
て

い
る
の
で
は
な
く
　
「
追
捕
官
符
」
に
も
と
づ
-
「
凶
党
」
追
捕
機
能
に
任
務
・
権
限
が
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
と

思
う
。押

領
使
・
追
捕
使
の
武
力
　
押
領
使
・
追
捕
便
は
-
に
み
え
る
「
凶
党
数
十
人
」
と
い
う
武
装
勢
力
に
対
抗
し
、
破
砕
し
う
る
武
力
を

必
要
と
し
た
。
押
頒
使
・
追
捕
使
が
、
か
か
る
武
力
を
い
か
に
保
持
し
、
編
成
し
た
か
が
、
次
に
問
題
と
な
る
。

坂
東
諸
国
の
受
債
に
よ
る
押
領
使
兼
帯
官
符
に
だ
け
み
え
る
「
随
兵
丹
人
」
の
給
与
は
、
「
凶
党
」
鎮
圧
の
た
め
の
武
力
を
三
〇
人
公

認
す
る
と
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
武
力
の
組
織
形
態
に
つ
い
て
何
ら
語
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
「
随
兵
」
規
定
は
坂
東
以
外
で

は
押
債
使
・
追
捕
使
と
も
例
を
み
な
い
。
補
任
官
符
か
ら
は
武
力
の
内
容
も
組
織
形
態
も
明
ら
か
に
し
え
な
い
。

押
領
使
・
追
捕
使
の
武
力
に
は
、
次
の
二
つ
が
あ
っ
た
.
三
は
'
l
族
、
郎
等
で
あ
る
。
相
の
相
模
押
領
使
景
平
(
竹
内
理
三
氏
は

(
8
)

「
平
」
を
通
字
と
す
る
中
村
氏
〈
小
早
川
氏
祖
)
に
比
定
。
「
景
」
字
に
着
目
す
れ
ば
、
鎌
倉
党
〈
大
庭
・
梶
原
祖
)
に
比
定
し
う
る
)

の
「
1
族
」
、
-
7
の
「
随
兵
士
卒
」
、
説
話
だ
が
4
7
の
「
此
ノ
童
へ
国
ノ
追
捕
使
二
任
へ
テ
、
名
ヲ
タ
ダ
ス
丸
ト
云
ケ
リ
」
の
記
述
、
5
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の
「
追
捕
使
坂
上
重
方
宅
垣
内
・
・
療
老
内
蔵
正
木
屋
」
　
の
記
事
、
が
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
.
か
か
る
l
族
・
即
等
集
団
が
押
領
使
・
追

捕
使
の
「
凶
党
」
追
捕
に
お
け
る
武
力
の
中
軸
で
あ
り
'
比
較
的
小
規
模
の
「
凶
党
」
は
こ
の
武
力
だ
け
で
鋲
圧
し
え
た
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
「
追
捕
官
符
」
　
(
あ
る
い
は
別
当
宣
)
　
に
も
と
づ
-
、
傍
輩
的
武
勇
輩
(
在
庁
・
郡
郷
司
刀
祢
・
王
臣
家
人
)
　
の
催
促

に
よ
る
武
力
編
成
で
あ
る
。
-
の
場
合
、
『
東
大
寺
別
当
次
第
』
で
は
、
犯
人
山
村
国
正
を
殺
害
し
た
の
を
国
追
捕
使
源
宗
佐
と
だ
け
記

し
て
い
る
が
、
東
大
寺
側
の
事
発
日
記
に
は
「
寺
中
乃
人
不
可
佐
思
'
是
検
非
違
使
乃
庁
宣
。
依
天
、
犯
人
を
追
捕
等
也
」
と
号
し
、
「
甲
由
円

蘭
笠
等
を
著
シ
、
弓
箭
刀
鉾
を
帯
之
天
、
騎
兵
歩
兵
等
七
八
十
人
許
」
が
寺
内
に
乱
入
、
国
正
を
殺
害
斬
首
し
た
と
記
し
て
い
る
。
「
別
当
宣
」

に
も
と
づ
く
追
捕
使
源
宗
佐
の
犯
人
国
正
追
捕
の
武
力
は
、
甲
胃
蘭
笠
に
身
を
つ
つ
ん
だ
完
全
武
装
の
「
騎
兵
歩
兵
七
八
十
人
」
だ
っ
た

の
で
あ
る
o
押
簡
便
・
追
捕
優
に
率
ら
れ
た
か
か
る
武
力
の
す
べ
て
が
そ
の
l
族
・
郎
党
集
団
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
-
い
。
-
の
場
合
、

東
大
寺
へ
の
乱
入
の
正
当
性
の
主
張
が
「
別
当
宣
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
'
武
力
編
成
の
テ
コ
も
ま
た
「
別
当
宣
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

諸
国
の
場
合
に
一
般
化
す
れ
ば
、
「
別
当
宣
」
を
「
追
捕
官
符
」
に
お
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
.
国
司
か
ら
「
追
捕
官
符
」
を
わ
た
さ

れ
た
押
頒
使
・
追
捕
使
は
、
そ
れ
を
も
と
に
傍
輩
的
武
勇
輩
の
交
名
を
廻
文
に
載
せ
て
彼
ら
を
召
集
し
、
「
追
捕
官
符
」
を
か
か
げ
て

「
凶
党
」
集
団
の
追
捕
に
出
動
し
た
の
で
は
な
か
ろ
-
か
。
「
追
捕
官
符
」
に
も
と
づ
-
国
衛
軍
勢
催
促
権
が
押
領
便
・
追
捕
優
に
委
託

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
時
代
は
下
る
が
、
4
4
で
平
家
追
討
使
「
鎌
倉
殿
御
代
官
」
　
の
下
知
に
よ
り
押
簡
便
が
「
一
国
之
御
家
人
」
　
(
鎌
倉
殿

に
交
名
注
進
さ
れ
た
国
内
武
勇
輩
)
　
の
催
促
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
6
 
0
で
押
簡
便
が
大
宰
府
守
護
所
大
番
勤
仕
の
た
め
に
国
内
御
家
人
交

名
注
進
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
う
前
代
の
押
頒
使
の
軍
勢
催
促
権
を
う
か
が
わ
せ
る
に
足
る
。
国
内
武
勇
輩
が
押
債
使
・
追
捕
使
の
催
促

に
し
た
が
う
の
ほ
う
　
「
追
捕
官
符
」
　
の
約
束
す
る
「
勲
功
賞
」
　
へ
の
期
待
で
あ
り
、
略
奪
を
含
む
物
質
的
収
益
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
国
棟
梁
へ
の
成
長
　
諸
国
押
頒
便
・
追
捕
候
の
地
位
は
、
や
が
て
特
定
の
有
力
武
勇
輩
の
家
に
固
定
し
て
い
っ
た
。
平
安
時
代
の
地

方
有
力
武
勇
輩
を
祖
と
す
る
武
家
系
図
や
説
話
・
戦
記
物
な
ど
の
記
述
に
あ
る
程
度
信
を
置
-
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
平
安
末
期
段

階
で
次
の
諸
氏
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
1
 
4
三
河
国
伴
氏
、
t
o
#
i
-
.
伊
豆
国
伊
東
(
工
藤
)
氏
へ
2
 
7
近
江
国
佐
々
木
氏
へ
3
2
下
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野
国
秀
郷
流
藤
原
(
小
山
)
氏
、
-
 
6
奥
州
藤
原
氏
,
-
 
8
越
前
国
斎
藤
氏
、
-
 
-
丹
波
国
華
田
氏
、
4
4
石
見
国
藤
原
(
益
田
)
氏
、
讐
肌
後
国

草
野
氏
、
望
見
後
国
大
神
(
緒
方
)
氏
、
-
 
9
肥
前
国
高
木
氏
,
-
 
-
肥
後
国
菊
池
氏
、
-
 
-
大
隅
国
税
所
氏
、
な
ど
,
世
襲
の
職
と
し
て
相
伝

し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
有
力
武
勇
輩
は
押
領
使
・
追
捕
使
職
の
相
伝
を
テ
コ
に
し
て
、
軍
勢
催
促
権
を
傍
輩
的

武
勇
輩
と
の
ゆ
る
や
か
な
主
従
関
係
に
転
化
し
、
1
国
棟
梁
と
も
い
う
べ
き
軍
事
的
実
力
を
蓄
積
し
、
同
時
に
在
国
司
職
(
望
、
税
所

職
(
S
H
な
ど
の
有
力
在
庁
職
を
掌
握
し
て
国
衝
在
庁
機
構
の
支
配
者
へ
と
成
長
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
は
-

か
か
る
王
朝
国
家
の
諸
国
押
領
使
・
追
捕
使
と
い
う
一
国
単
位
の
軍
事
制
度
-
「
凶
党
」
追
捕
機
関
の
権
限
と
役
割
を
継
承
し
、
そ
の
制

度
の
破
壊
の
上
に
設
定
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

諸国押領便・追捕使史料集成

注
(
-
)
た
と
え
ば
、
星
野
恒
「
守
護
地
頭
考
」
　
(
『
史
学
雑
誌
』
二
五
・
二
六
・
二
九
)
。

(
2
)
た
と
え
ば
、
竹
内
理
三
「
在
庁
官
人
の
武
士
化
」
　
(
同
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
第
H
部
』
所
収
)
。

(
3
)
石
井
進
「
中
世
成
立
期
軍
制
研
究
の
一
視
点
」
(
『
史
学
雑
誌
』
七
八
⊥
二
)
.
戸
田
芳
実
「
国
衝
軍
制
の
形
成
過
程
」
(
如
獅

槻
柑
如
編
『
中
世
の
権
力
と
民
衆
』
所
収
)
。
井
上
満
郎
『
平
安
時
代
軍
事
制
度
の
研
究
』
序
章
、
第
二
章
第
二
節
「
押
贋
の
研
究
」
,

第
三
節
「
追
捕
使
の
研
究
」
。
下
向
井
龍
彦
「
王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
成
立
」
　
(
『
史
学
研
究
』
一
四
四
)
、
「
国
衛
軍
制
の
構
造
と

展
開
」
　
(
『
史
学
研
究
』
一
五
一
号
)
、
「
押
領
使
・
追
捕
候
の
諸
類
型
」
　
(
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
九
四
号
)

(
4
)
ど
-
最
近
、
泉
谷
康
男
「
平
安
時
代
の
諸
国
検
断
に
つ
い
て
」
(
朋
錯
錆
編
『
日
本
政
治
社
会
史
研
究
中
』
所
収
)
が
発
表

さ
れ
、
筆
者
の
押
領
使
の
類
型
化
を
「
無
意
味
」
と
断
じ
、
3
 
7
の
「
左
京
雑
掌
中
云
々
」
の
文
言
か
ら
押
領
使
の
在
京
を
想
定
し
,
請

国
押
額
便
=
運
上
物
押
領
便
を
論
証
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
氏
が
「
不
可
解
」
と
悩
ま
れ
る
越
前
国
解
所
引
の
「
左
京
雑
草
」
は
、
国
解

と
い
う
文
書
の
性
格
と
雑
掌
の
任
務
か
ら
「
在
京
雑
掌
」
の
誤
写
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
以
上
に
、
本
文
で
筆
者
が
述
べ
た
補
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任
形
式
の
ち
が
い
に
、
ま
ず
目
を
む
け
る
べ
き
で
あ
る
。

(
5
)
幾
内
諸
国
の
う
ち
、
摂
津
国
は
8
に
「
高
先
生
秦
押
領
便
」
が
み
え
る
.
こ
の
事
例
は
正
規
の
官
職
と
し
て
で
は
な
-
通
称
と
し
て

使
わ
れ
て
お
り
、
傾
向
を
う
か
が
う
事
例
か
ら
除
外
し
た
い
。
1
2
の
伊
勢
国
「
高
押
領
使
」
も
同
様
。

(
6
)
拙
稿
「
警
固
使
藤
原
純
友
」
　
(
『
芸
備
地
方
史
研
究
』
一
三
三
)

(
7
)
前
掲
拙
稿
「
王
朝
国
家
国
衛
軍
制
の
成
立
」

(
8
)
竹
内
理
三
「
相
模
国
早
河
荘
㈲
」
　
(
『
神
奈
川
県
史
研
究
』
9
)

(
国
史
学
助
手
)

諸国押領使・追捕使史料集成-E!引　-
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The collection of historical materials on Shokoku (諸国) -

Oryoshi (押領使) and Tsuibushi (追捕使)

T. Shimomukai

This paper is the collection of historical materials on Shokoku-Oryoshi

and Tsuibushi from 10 century to 12 century in Japan. The materials are

gathered chronologically under each Kuni (国), whose order is according

to the accepted order of Do (道). In the latter half of this paper, I examined

fundamental facts in the present materials.

Nationalism at the End of (〕ing Dynasty and

the Organismic Theory of the State

S. YOKOYAMA

After the failure of the Reform Movement of 1898, Liang Qi-chao

(1873-1929) made efforts with all his might to rebu止d his political thought

and politics adapting various kinds of western thought introduced in Japan

at that time.

He accepted the organismic theory of the state as basic theory of his

institutionalism because he sought "organismic integrity and a perfect order

in order to make China the wealthy and powe血1 country.

The auther discusses on the logical system, realistic function and the

historical feature of his organismic血eory of血e state.




